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事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 
事業名 【NO.1】 

地域医療連携体制強化事業 

【総事業費】 
178,610 千円 

事業の対象となる区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 医療機関、大阪府 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

病床機能分化・連携のためには、患者が安心して転退院できるように

入退院調整や急変時の往診対応等を円滑に行うことができる医療連

携の体制構築が必要。 

アウトカム指標： 
入退院支援加算を算定している病院・診療所数の増加 
R4 年度：273 か所→R5 年度：274 か所以上（現状より増加） 

事業の内容（当初計画） 在宅患者の退院調整や急変時の入院受入整備等に資する病院との医

療連携体制の運営に係る人件費（調整等を図るための人員雇用分等）

や会議、研修、診療所間や多職種間の連携システム導入等の初期経費

などに対する支援を行う。 
アウトプット指標 

（当初の目標値） 

連携システム導入等支援数：1 か所以上 
（R4 累計：46 か所 → R5 累計：47 か所以上） 

アウトプット指標 

（達成値） 

連携システム導入等支援数：5 か所 
（R4 累計：46 か所 → R5 累計：51 か所） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった  観察できた 

⇒ 令和 5 年度：280 か所 

（１） 事業の有効性 
在宅患者の入退院支援のための医療連携体制の構築を支援すること

により、病院から在宅医療へ切れ目のない医療提供体制の整備が進ん

だ。 
 
（２）事業の効率性 
医師会等関係団体と連携して効率的に事業の周知を図っている。 

その他  
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事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 
事業名 【NO.2】 

救急から回復期への病床機能分化促進事業 

【総事業費】 
707,932 千円 

事業の対象となる区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 医療機関、大阪府（大阪府医師会及び NTT データ関西へ委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

地域医療構想を踏まえ、現在の病床機能を 2025 年の病床数の必要量

の機能区分ごとの割合に近づけていくために、地域における急性期病

床の役割を明確にし、機能分化・連携を図る取組みが必要。 

アウトカム指標：高度急性期・急性期病床数の適正化 
 R3 年度：51,963 床 → R5 年度：51,962 床以下 

事業の内容（当初計画） 「救急情報収集・集計分析システム」のアップデート等システムの改

修を行いつつ、救急患者の受入実態に関するビッグデータの収集、分

析等を基に救急告示の認定基準の見直しを行うこと等を通じ、救急搬

送から受入後までの一連の医療提供体制の最適化・充実を図る。 
アウトプット指標 

（当初の目標値） 

患者情報の入力件数の増加  
510,000 件（R1：504,260 件→R5：510,000 件） 

アウトプット指標 

（達成値） 

患者情報の入力件数 

456,485 件（R5） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった  観察できた 

令和 4年度：50,174 床（前年比-1,789 床） 
（１）事業の有効性 
 ORION（情報収集システム）の医療サイド及び消防サイドのデー

タ収集の利便性を向上させたことにより、より精度の高い情報を収集

することができ、有効な検証に結びつけることができた。 
（２）事業の効率性 
 豊富な実績を有する NTT データ関西に委託して運営することによ

り、事業を効率的に行うことができた。 
 

その他  
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事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 
事業名 【NO.3】 

医科歯科連携推進事業 

【総事業費】 
56,535 千円  

事業の対象となる区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府（大阪府歯科医師会に委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

脳卒中患者等では嚥下機能障害により誤嚥性肺炎等の感染症リスク

が高く、周術期等の口腔機能管理に関する医科歯科連携体制の充実が

必要。 

アウトカム指標：高度急性期・急性期病床数の適正化 
R3 年度：51,963 床→ R5 年度：51,962 床以下 

事業の内容（当初計画） 脳卒中患者等への口腔ケアや口腔機能の評価・回復のための連携手法

の知識・技術を備えた地域の歯科医師及び歯科衛生士を病院へ派遣

し、患者が入院中から転退院後まで継続的に口腔管理を受けられるよ

う、病院スタッフに対する専門的助言や歯科診療所との連携調整等を

実施。また、派遣先病院を含む地域病院において、病院スタッフ向け

研修会を実施。 
アウトプット指標 

（当初の目標値） 

歯科医師及び歯科衛生士の病院への派遣：11 病院 
病院スタッフに対する口腔機能管理に係る人材育成研修会の 
実施 5 回×11 医療圏 

アウトプット指標 

（達成値） 

歯科医師及び歯科衛生士の病院への派遣：24 病院 

病院スタッフに対する口腔機能管理に係る人材育成研修会の 

実施 計 50 回（11 医療圏で実施） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった  観察できた 

令和 4年度：50,174 床（前年比-1,789 床） 

（１）事業の有効性  
本事業の実施により 11 医療圏の歯科を標榜していない急性期病院

等に歯科医師及び歯科衛生士を派遣し、ニーズに合わせた専門的助言

及び研修等を実施することで医科歯科連携体制の強化を図ることか

できた。 
現在もなお新型コロナウイルス感染症の影響があり、当初目標より

も病院スタッフに対する人材育成研修会の実施回数は少なくなった

が、病院と実施主体の間で十分に連絡調整を行い、連携体制の維持を

図った。 
令和 4 年度病床機能報告における高度急性期・急性期病床数は
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50,174 床（前年比-1,789 床）となっており、令和 7 年度の目標値に

向け、引き続き病床数削減に向け取組む必要があると考えられる。 
（２）事業の効率性  
事業の手続きについて事業主体に十分な説明を行うとともに、各医療

圏の代表者が集まる広域調整会議を定期的に開催し、好事例と課題を

共有することにより効率的な執行ができた。 
その他  
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事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 
事業名 【NO.4】 

一般救急病院への精神科対応等による 

精神障がい者地域移行定着支援事業 

【総事業費】 
55,688千円 

事業の対象となる区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府（大阪精神科病院協会に委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

精神疾患を抱える患者が身体合併症を発症した際、救急病院は精神疾

患を懸念し、精神科病院は身体症状の悪化を危惧することから、救急

病院と精神科病院間での患者受入から治療・転退院まで一連の流れを

円滑化する体制整備が必要。 

アウトカム指標：機能ごとの病床数割合の適正化（単位：％） 
R3（高度急性期14.3％急性期43.8％回復期12.9％慢性期27.2％休棟等0.8％） 

⇒R5（高度急性期14.2以下 急性期43.7以下 回復期13.0以上 慢性期27.1以下） 
事業の内容（当初計画） 救急と精神科の役割を明確化するため、精神科病院に受入患者の急変

時等に対応する身体科医を配置し、精神科病院が救急病院に対して精

神科的なコンサルテーションを行う体制等を輪番制で確保する。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

府内身体科二次・三次救急病院における本事業の利用経験割合 
（R4年度：60.0％ ⇒ R5年度：62.0%） 

アウトプット指標 

（達成値） 

府内身体科二次・三次救急病院における本事業の利用経験割合 
64.7％（令和５年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった  観察できた 

回復期病床の病床割合が増加（単位：％） 

R3（高度急性期 14.3 急性期 43.8 回復期 12.9 慢性期 27.2 休棟等 0.8） 

⇒R4（高度急性期16.6 急性期40.5 回復期14.2 慢性期27.4休棟等1.3） 
（１）事業の有効性 
夜間・休日の精神科・身体科合併症患者の受入れに際し、一般科救

急病院に対して精神科的なコンサルテーションを行うとともに、精神

科病院への身体科サポート体制を整備することにより、合併症患者に

ついて一般科病院での対応がスムーズとなるとともに、入院対応が必

要な患者について精神科病院での迅速な受入れができた。救急病院が

本事業を活用することで精神科病院との連携が促進され、精神科患者

の急性期病床からの転院が加速されるため、急性期病床の適正化につ

ながっている。 
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（２）事業の効率性 
本事業の実施にあたり、府内の精神科病床をもつ医療機関のうち約

８割が所属する大阪精神科病院協会に委託することで、夜間・休日の

精神・身体合併症患者を受け入れる合併症支援病院の確保が効率的に

進んだ。 
その他  
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事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 
事業名 【NO.5】 

地域医療構想調整会議活性化事業 

【総事業費】 
28,078 千円  

事業の対象となる区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

地域医療構想の達成に向けて、地域医療構想調整会議における議論の

活性化が求められている。 

アウトカム指標：機能ごとの病床数割合の適正化（単位：％） 
R3（高度急性期 14.3％急性期 43.8％回復期 12.9％慢性期 27.2％休棟等 0.8％） 

⇒R5（高度急性期 14.2 以下 急性期 43.7 以下 回復期 13.0 以上 慢性期 27.1 以下） 

事業の内容（当初計画） ➀都道府県主催研修会 

地域医療構想調整会議の議長や医療関係者等を対象として、本府における地域

医療構想の取組みや最新の国の動向、病院の具体的な病床転換事例等をテーマ

とした研修会の開催。 

➁厚生労働省主催の会議・研修等の出席調整 
厚生労働省等が主催する地域医療構想の実現に向けた会議・研修等への地域医

療構想アドバイザー、都道府県が推薦する医療機関の長等の出席に係る報償

費・旅費等の経費支出等の調整事務を行う。 
③地域医療提供体制構築に向けたデータ分析事業 
 病床機能報告等のデータ分析を行うことで、地域医療構想調整会議の協議を促進

させる。 
アウトプット指標 

（当初の目標値） 

①都道府県主催研修会の開催回数：２回 
③地域医療構想調整会議・懇話会等の開催回数：34 回 

アウトプット指標 

（達成値） 

①都道府県主催研修会の開催回数：開催なし（新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため） 
③地域医療構想調整会議・懇話会等の開催回数：33 回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった  観察できた 

回復期病床の病床割合が増加（単位：％） 

R3（高度急性期 14.3 急性期 43.8 回復期 12.9 慢性期 27.2 休棟等 0.8） 

⇒R4（高度急性期 16.6 急性期 40.5 回復期 14.2 慢性期 27.4 休棟等 1.3） 
（１）事業の有効性 

病床機能報告やオープンデータ等を用いた圏域毎の医療提供体制にかかるデー

タ分析の充実を図ることで、地域で必要な医療機能について可視化し、地域医療構
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想調整会議等において関係者間で共有、協議することで、各病院の自主的な病床機

能分化・連携を促す取り組みができた。 

また、関係団体、保健所等に、本府における地域医療構想の取り組みや最新の国

の動向を共有し、地域医療構想の実現に向けた取り組みができた。 

（２）事業の効率性 

関係団体、保健所等とも連携し、効率的かつ効果的に事業推進ができた。 
その他  
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事業の区分 １－２．地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業 
事業名 【NO.6】 

病床機能再編支援事業 

【総事業費】 
0 千円 

事業の対象となる区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府内の医療機関 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

将来的な更なる高齢化の進展や人口減少による医療ニーズの変化へ

の対応として、各圏域で過剰となる病床の削減、転換が必要とされて

いる。 

アウトカム指標： 
令和 5 年度以降基金を活用して再編を行う医療機関及び病床機能毎の病床

数 

医療機関数１医療機関 

高度急性期病床 842 床➝103 床 

急性期病床    0 床→628 床 

回復期病床        0 床➝20 床   

休棟病床      20 床➝0 床  

事業の内容（当初計画） 医療機関が地域の関係者の合意の上、地域医療構想に即した病床機能

再編の実施に伴い、減少する病床数に応じた給付金を支給する。 
アウトプット指標 

（当初の目標値） 

対象となる医療機関数 1 医療機関 

アウトプット指標 

（達成値） 

病床再編を行った医療機関数 ０医療機関 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：観察できなかった 

・令和５年度に病床再編予定であった１医療機関の病床再編が令和６年度

予定となったため。 
（１） 事業の有効性 
本事業により地域医療構想の達成に向け、病床再編を促している。 
なお、医療機関の計画変更や見直しのため、目標は未達成となった

が、医療機関の計画確認を行い事業の遂行に向け取り組んでいく。 
 
（２）事業の効率性 
各関係団体を通じて府内医療機関に対し意向調査を行うなど、効率

的に事業を進めている。 
その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【NO.7】 

在宅医療連携推進事業 

【総事業費】 
39,110 千円  

事業の対象となる区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府医師会、地区医師会、大阪府看護協会、医療機関、大阪府 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

在宅医療ニーズの増加に対応するためには、患者が安心して転退院で

きるような切れ目のない医療・介護連携の体制構築が必要。 

アウトカム指標： 
訪問診療の実施件数の増加 59.3%以上（H29 比）〔医療施設調査より〕 
平成 29 年度 119,787 件 ⇒令和 5 年度 190,820 件 

事業の内容（当初計画） 地域医療構想の達成に向けて、医療介護連携を目的とした「医療・介

護従事者の多職種連携研修」、「在宅医療、人生会議（ACP）の普及啓

発」等を支援する。 
アウトプット指標 

（当初の目標値） 

コーディネータの養成・多職種連携研修を行う圏域数：8 医療圏域 

アウトプット指標 

（達成値） 

コーディネータの養成・多職種連携研修を行う圏域数：8 医療圏域 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった  観察できた 

⇒令和５年度 180,952 件〔医療施設調査〕 

（１） 事業の有効性 
各地域の医療・介護資源の状況把握や多職種連携研修等の取組を行

うことで、医療・介護連携体制の強化が図られ、円滑な転退院を促進

するための体制整備が進んだ。 
 
（２） 事業の効率性 
医師会等関係団体と連携して効率的かつ効果的な事業周知を行う

ことができた。 
 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【NO.8】 

小児のかかりつけ医確保事業 

【総事業費】 
2,429 千円  

事業の対象となる区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、泉州

圏域 

事業の実施主体 大阪府（大阪府医師会に委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

在宅療養が必要な医療的ケア児に対する日常的な診療や訪問診療等

が地域で可能になるよう、小児かかりつけ医の確保が課題。特に、成

人移行が近い症例に対応するため、内科医等の育成が必要。 

アウトカム指標： 
訪問診療の実施件数の増加 52.7%以上（H29 比）〔医療施設調査より〕 
平成 29 年度 119,787 件 ⇒ 令和 5 年度 190,820 件 

事業の内容（当初計画） 内科医等を対象に小児特有の医療技術の習得を目的とした研修を実施。 
※新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえ実施手法の見直し等を検討 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

研修受講者数 50 人 

アウトプット指標 

（達成値） 

研修受講者数 延べ 267 人（医師 104 人、その他 163 人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった  観察できた 

⇒令和５年度 180,952 件〔医療施設調査〕 
（１）事業の有効性 
オンライン形式の講義（アーカイブもあり）と、実技研修を実施する

ことで、小児在宅についての知識と技術の習得につながり、９割以上

が小児在宅医療への理解が深まったと回答し、また実技研修では自信

につながっていた。参加動機は、「興味があった」、次いで「小児在宅

に携わりたい」だった。 
 
（２）事業の効率性 
府内の医師等に対して広範なネットワークを有する医師会や小児科

医会等の協力を得ることで、効率的な事業推進ができた。 
その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【NO.9】 

薬局の在宅医療推進事業 

【総事業費】 
8,000 千円 

事業の対象となる区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 （一社）大阪府薬剤師会 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

在宅医療ニーズの増加に伴い、在宅訪問を必要とする患者に対して、

薬学的管理・服薬指導等の在宅医療サービスを提供できる人材の育成

が必要。 

アウトカム指標： 
在宅患者調剤加算薬局数の増加 

 令和４年度：2,289件 ⇒ 令和５年度：2,290件以上 

（現状より増） 

事業の内容（当初計画） 患者が病院（入院）から在宅療養（退院）へ移行する等の患者の療養

環境が変わっても同様の薬物療法を享受できるようにするため、地域

の薬局と多職種の医療介護関係者との間で共同研修を実施する。 

また、高度・多様化する在宅患者の様々なニーズに対応できる薬局薬

剤師を育成するため、高度な分野別研修を実施する。 
アウトプット指標 

（当初の目標値） 

在宅医療に取り組む薬局薬剤師と多職種の医療介護関係者との間で

共同研修の受講者数（300名見込み） 

薬局における在宅医療の高度な分野別研修の受講者数（150 人見込

み） 
アウトプット指標 

（達成値） 

在宅医療に取り組む薬局薬剤師と病院薬剤師との相互研修の受講者

（894 名) 

無菌製剤の調剤に係る研修の受講者数（92 名） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった  観察できた 

⇒在宅患者調剤加算届出薬局数： 

 令和 5年度当初：2,289 件 ⇒ 令和 5年度末：2,505 件 
（１）事業の有効性 
本事業の実施により、在宅患者調剤加算届出薬局数が増加し、府内

の在宅医療の受入体制の推進に寄与していると考える。 
 
（２）事業の効率性 
新型コロナウイルス感染症がきっかけではあるが、対面に加えて 

web を活用した講義により、研修に参加しやすくなった。また、薬剤 
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師以外の多職種との同行研修を通じて多職種間での相互理解が深ま 
ったことで、研修内容の充実につながった。 
以上により、在宅患者調剤加算届出薬局の増加につながった。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【NO.10】 

長期入院精神障がい者退院支援強化事業 

【総事業費】 
21,387 千円 

事業の対象となる区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、泉州圏域 

事業の実施主体 大阪府（②大阪精神科病院協会への委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

精神科病院に入院中の長期入院者の地域移行を進めるためには、退院後の

在宅における切り目のない医療・福祉サ－ビスの提供体制の確保が必要。 

アウトカム指標：精神病床における１年以上の長期入院の減少：  
9,062 人（R3）⇒8,688 人（R5 目標） 
（R3 実績 9,062 人 →  R5 実績 8,132 人） 

事業の内容（当初計画） ① 地域精神医療体制整備広域コーディネーター（広域 Co）の配置：各精

神科病院と協働で、退院が可能な患者を把握し、市町村につなぐ。特に、

院内寛解、寛解の状態であるが、支援先や居住先が見つからないといっ

た複合的な課題のあるケースについて、入院患者に寄り添い、市町村に

つなぐための「伴走支援」を行う。 
② 精神科病院職員研修：府内全精神科病院対象の全体研修と、広域 Co が

必要と認めた精神科病院ごとに院内職員に対し退院促進に関する理解

を深める研修等を実施。 
③ 地域精神医療体制の整備：退院した精神障がい者が、再入院することな

く地域の中で適切に医療サービスを受けられる体制が整備されるよう、

可能な限り、圏域・市町村の協議の場に広域 Co が出席して連携を図り、

地域の取り組みに助言等を行う。 
アウトプット指標 

（当初の目標値） 

①について 対応ケース数：30 人（コロナ前の水準に近づける。） 

※参考：Ｒ２年度 30 人 Ｒ３年度 ５人 Ｒ４年度 29 人 

②について オンラインや動画配信なども活用し新しい形での研修を実施

する。 

      ・院内研修 30 病院 30 回 

        ※参考：R3 年度 6 病院 6回 R4 年度 16 病院 18 回 

 ・全体研修 １回  ※参考：R3 年度 1回 R4 年度 1回 

③について 「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築」に 

係る圏域・市町村協議の場への広域 Co.の全か所参画 

      ・圏域協議の場（政令市中核市含む）18 か所 

       ※参考：R4 年度 17 か所（１か所非開催） 

      ・市町村協議の場 参加を承認いただける全市町村 

（予定：34 市町村中 33市町村） 
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       ※参考：R4 年度 29 市町村（４か所非開催） 

アウトプット指標 

（達成値） 

① について R5 実績 46 人 
② について 院内研修 23 病院 26 回 

全体研修 1 回 
③ について 圏域協議の場（政令市中核市含む）への参加 

R5 実績 開催された 17 か所全て出席（1 か所開催無） 
市町村協議の場への参加 

       R5 実績 開催された 33 か所中 31 か所に出席 
           （１か所開催無 １か所参加できず） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった  観察できた 

参考：長期入院者数：9,113 人（R１）⇒8,132 人（R5） 
（１） 事業の有効性 

R5 年度は、病院に向けての活動は広がったが、感染症の影響は残存して

おり、ある程度の制約は続いている。その中でも、院内研修を対面で開催す

る病院が増え、個別支援の件数も増加した。 
大阪府全体的な状況としては、在院患者調査において、R5 年度の長期入

院患者数は過去最少となり、第６期障がい福祉計画の目標を達成できた。 
「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築」に係る大阪府・

保健所圏域・市町村それぞれの協議の場については、１圏域１市を除いて

開催され、参加承認のないところ以外には広域 Co.が参加した。継続して協

議の場が開催される中で、地域における関係づくりが促進され、連携が強

化されている状況を確認している。 
広域 Co.による病院訪問や協議の場への参加を継続する中で、個別相談ケ

ースが増加。他府県からの長期入院ケースなど地域の支援者と橋渡しが難

しいケースといった複合的な課題を抱えるケース相談が多く、退院に至る

までに時間を要するが、これまで病院以外に支援者がいなかったケースに

アプローチできるようになったことは事業効果と考えている。 
（２） 事業の効率性 
病院や地域支援者との顔つなぎが進み、広域 Co.に対して個別相談が入り

やすくなっている。病院と地域支援者との連携は、協議の場で顔を合わせ

ている地域や圏域内の場合スムーズだが、広域だとうまくつながらないと

いった声もある。この場合も一旦、府の事業担当を経由してつないでいく

ことが可能になってきている。 
今後、各地域の取組の共有を進め、支援者が他の地域の取組を把握し、ま

た、病院からダイレクトに患者の住民地の支援者にアクセスできるような

環境づくりを提案していく。 
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その他 大阪精神科病院協会における「精神障がいにも対応した地域包括ケアシ

ステム構築」の理解は高く、圏域協議の場等への精神科病院の積極的な参

画が継続されている。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【NO.11】 

医療型短期入所支援強化事業 

【総事業費】 
23,019 千円 

事業の対象となる区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 医療型短期入所事業所 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高度な医療的ケアが必要な重症心身障がい児（者）は、在宅移行後も

医療機関における医療・福祉サービスの体制整備が必要 

アウトカム指標： 
医療型短期入所事業所を支援することにより、在宅で医療的ケアが必要な 
重症心身障がい児者の受入病床を確保し、受入利用日数の増加を見込む。 
R 元年度 4,311 日 ⇒ R5 年度末 10,636 日 

事業の内容（当初計画） 医療機関が医療型短期入所として高度な医療的ケアが必要な重症心

身障がい児者を受け入れた場合に、受入れ日数に応じて補助金を支給

する。 
アウトプット指標 

（当初の目標値） 

児・者それぞれに対応可能な医療機関を全圏域（8 圏域）に整備する。 

アウトプット指標 

（達成値） 

8 圏域中 6 圏域に整備。 

※コロナの影響による受入病床の確保や人員の不足等が原因となり、

整備が進まず未達成となっている。医療的ケア児者を身近な医療機関

で受け入れる病床を確保するため、医療機関や関係団体に対して、更

なる事業周知を行い、全ての圏域に整備をめざす。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった  観察できた 

 ⇒令和５年度利用日数 3,544 日（令和４年度比 123 日増加） 

（１）事業の有効性 
 在宅で医療的ケアが必要な重症心身障がい児者を身近な医療機関

で受け入れる病床を確保することにより、退院後の安定的かつ持続可

能な在宅医療をサポートする環境を整え、安心して在宅医療に移行で

きる体制が整備される。 
 
（２）事業の効率性 
 各実施機関との連携を図り、効率的に当該事業の課題等を把握する

ことに努め、今後の整備及び利用に繋げている。 
その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【NO.12】 

障がい児等療育支援事業（医療的ケア児

等） 

【総事業費】 
4,361 千円  

事業の対象となる区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、泉州

圏域 

事業の実施主体 大阪府（社会福祉法人へ委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

医療的ケアの必要な重症心身障がい児が安心して在宅療養生活を送る上

で、児童の発達支援、家族のレスパイトのためにも障がい児通所事業所は

欠かせないが、高度な医療的ケアや専門的な支援を要する重症心身障がい

児を受け入れる事業所は限られている。事業所の設置が進まない理由とし

て、重症心身障がい児の医療的ケアや支援のノウハウを習得する機会の少

なさが挙げられる。また、既に重症心身障がい児を受け入れている事業所

並びに保育所等及び学校において、看護師、理学療法士など専門の医療職

が少数であることから助言や SV を受ける機会が不足している現状である。 

アウトカム指標： 
主に重症心身障がい児を受け入れる児童発達支援事業所及び放課後等デイ

サービス事業所の増加 
（R4 年度末）児童発達支援事業所 40、放課後等デイサービス事業所 50 
⇒（R5 年度末）現状より増加 

事業の内容（当初計画） 重症心身障がい児を受け入れている、又はその予定のある事業所並びに保

育所等及び学校に勤務する医療従事者等を対象に、支援技術の向上を図る

ための機関支援（研修、事例検討、実習・見学、専門相談会、相談に対する

助言）を実施する。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

〇重症心身障がい児の医療的なケアや活動支援について、専門研修会、専

門相談会及び事例検討会を年間を通じて各 2 回以上実施する。また、電話

等による相談への助言や、実習・見学の受入を随時行う。 
〇支援ノウハウを記載した支援ツール（事例集）を更新・公開する。 

アウトプット指標 

（達成値） 

〇重症心身障がい児の医療的なケアや活動支援について、専門研修

会、専門相談会、事例検討会を通じて各 2回以上実施した。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった  観察できた 

⇒（R5 年度末）児童発達支援事業所 54、放課後等デイサービス事業

所 57  
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（１）事業の有効性 
支援ノウハウの提供により重症心身障がい児の受入を検討する事

業所を後押しすることができ、安心して在宅医療に移行できる体制を

整備することに寄与した。 
（２）事業の効率性 
重症心身障がい児等の支援を行うにあたって、福祉的な面、医療的 

な面についての機関支援として研修会、専門相談会、体験会、実習を

実施することにより、各関係機関の支援技術の向上を図ることができ

た。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.13】 

医療対策協議会運営事業 

【総事業費】 
11,633 千円 

事業の対象となる区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

今後の医療需要増加等に対応するため、医師の確保や医療機関への配

置、地域医療を担う医師の生涯を通じた教育研修体制の整備等につい

て、大阪府の実情に適した効果的な対策の検討が必要。 

アウトカム指標： 
① 府内医師数 
R2 年度 26,431 人⇒R5 年度 26,432 人以上 
（厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」） 

② 臨床研修医の適正な配置(マッチング率) 

R4 年度 98.0％⇒R5 年度 98.1％以上 

 （医師臨床研修マッチング協議会「マッチ結果」） 

事業の内容（当初計画） 救急医療、災害医療、周産期医療及び小児救急を含む小児医療等の医

療従事者の確保、その他本府において必要な医療の確保に関する事項

の協議・決定及び、医療法の一部改正により、都道府県に策定が義務

付けられた医師確保計画と同計画に基づく医師派遣計画の策定等を

行うため医療対策協議会を運営する。 
アウトプット指標 

（当初の目標値） 

医療対策協議会開催数 4 回 

アウトプット指標 

（達成値） 

医療対策協議会開催数 4 回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった  観察できた 

① R5 の数値は未公表だが、「地域医療確保修学資金貸与医師の府内

医療機関への配置人数」は R4：39 人⇒R5：52 人と増加してい

る。 
② 臨床研修医の適正な配置(マッチング率) 

⇒令和 5 年度 99.2%。 
 

（１）事業の有効性 
医師養成機関や、病院等医療関係団体、患者団体の代表者等による協議の
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場を設けることにより、医師確保や養成に関する事業について、適切な意

思決定ができたと考える。 
（２）事業の効率性 
本協議会を開催するにあたり、事前に意見聴取を行うことにより、協議会

当日の議論の混乱を避け、効率的な進行を図った。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.14】 

医療勤務環境改善支援センター運営事業 

【総事業費】 
34,145 千円 

事業の対象となる区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府（大阪府私立病院協会に委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

地域医療の充実のため、医療従事者が安心して働き続けることができ

るよう医療機関の勤務環境改善等を行い質の高い医療の提供、患者の

安全と満足度の向上、ひいては経営の安定を目指す取組が必要。 

アウトカム指標： 
地域枠医師派遣先病院の支援率 
⇒100%（R5） 

事業の内容（当初計画） ・医療勤務環境改善マネジメントシステム導入支援 
・医療勤務環境改善についての相談、取組事例の紹介 
・研修会等の開催 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

・研修会等の開催数、参加者数：4 回 400 名 

アウトプット指標 

（達成値） 

・研修会等の開催数、参加者数：5 回 552 名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった  観察できた 

⇒100％ 
 
（１）事業の有効性 
本事業の実施により、医療勤務環境の改善に関する情報収集および医

療機関への情報提供、相談対応や病院における研修講師の派遣等を行

い、勤務環境改善を検討する医療機関の支援を行うことができた。 
 
（２）事業の効率性 
広報・調査・相談窓口と多角的に事業を展開することで、効率的に勤

務環境改善に向けた取り組みを行った。 
その他  

 
 
 



   

38 
 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.15】 

地域医療支援センター運営事業 

【総事業費】 
24,780 千円 

事業の対象となる区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

府内の周産期や救急医療の医師不足や二次医療圏別での医師不足地

域を解消するため、医師や医学生の周産期、救急医療や地域医療への

誘導が必要。 

アウトカム指標： 
・府が定める医師不足診療科や医師不足地域への派遣医師数 

25 名（R5 年初）⇒39 名（R5 年度末） 
・指定診療科による地域枠医師の医師派遣計画案策定 

5 名 （R5 年度） 
※指定診療科：救急・小児・産科・精神・内科（感染症）・公衆衛生・総合診療 

事業の内容（当初計画） 地域医療に従事する医師のキャリア形成を支援しながらバランスの

とれた医師確保を推進する。本事業の取組みにより、救急医療・周産

期医療をはじめとした医師の確保が困難な各分野の医療提供体制の

充実を図る。 
アウトプット指標 

（当初の目標値） 

(1)研修受講者 200 人以上 (2)医師派遣・あっせん数 5 名 
(3)地域枠医師のキャリア形成プログラム参加割合 100％ 
(4)指定診療科のキャリア形成プログラム策定医師数 5 名 

アウトプット指標 

（達成値） 

(1)116 名 (2)13 名 (3)100％ (4)10 名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった  観察できた 

 

・府が定める医師不足診療科や医師不足地域への派遣医師数 
39 名（R5 年度末） 

・指定診療科による地域枠医師の医師派遣計画案策定 
10 名（R5 年度） 

（１）事業の有効性 
府内の医学部設置大学及び病院の協力の下、救急医療や周産期医療を

はじめとした分野の研修を受け入れるネットワーク体制を構築し、医

師の意向も踏まえながら効率的にキャリアアップを図れるように情

報提供と調整を行う中で、当該分野への誘導及び地域におけるバラン
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スのとれた医師配置を推進したと考える。 
※アウトプット(1)が 200 名に達していない原因等に対する見解と改

善の方向性 

セミナーへの広報が不十分であり未達成となったと考えられる。SNS

などを活用した広報に力を入れ、受講者数の増加に努めていく。 
（２）事業の効率性 
大阪府全体においてまとまった研修ネットワーク体制を構築したこ

とにより、効率的な事業運営ができたと考える。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.16】 

地域医療確保修学資金等貸与事業 

【総事業費】 
103,661 千円 

事業の対象となる区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

府内の周産期や救急医療の医師不足や二次医療圏別での医師不足地

域を解消するため、地域医療を志す医学生の確保が必要。 

アウトカム指標： 
府内所定の診療科や施設※への就業者数 
13 人（令和 4 年度末） ⇒ 54 人（令和 7 年度末） 
               25 人（令和 5 年度末） 
※府内所定の診療科・施設 
診療科：産婦人（産）科・小児（新生児）科・小児救急・総合診療 
施設：救命救急センター・人口当たり病院従事者数が府全体数値を下回る二次 
医療圏に所在する公立病院等 

事業の内容（当初計画） 周産期や救急医療などに携わる医師の確保が非常に困難となってい

る現状に対応するため、これらの医療分野を志望する医学生に対し修

学資金等を貸与し、医師不足の診療科や地域での勤務を修学資金の免

除要件とすることで将来的にこれらの分野・地域で勤務する医師を確

保する。 
アウトプット指標 

（当初の目標値） 

医学生向け修学資金新規貸与者数 15 人 

アウトプット指標 

（達成値） 

医学生向け修学資金新規貸与者数 15 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった  観察できた 

 

令和 4 年度末 13 人 → 令和 5 年度末 25 人 
（１）事業の有効性 
本事業を行うことによって、将来、大阪府内の指定診療業務等におい

て 15 名の医師確保を見込んでおり、事業は有効である。 
 
（２）事業の効率性 
本事業の対象となる医学生が属する各大学において、説明会を開催 
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し、本府の地域医療の現状や、本事業の奨学金を受けるに当たっての 
注意点を説明し、学生の地域医療や将来の職業選択に対する主体的意 
識の涵養を図ることにより、効果的に事務を行なった。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.17】 

産科小児科担当等手当導入促進事業 

【総事業費】 
410,279 千円 

事業の対象となる区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

医師の地域別・診療科別の偏在が生じており、産科・産婦人科は年々

減少傾向にあるため、周産期医療の充実を図り、府民が安心して出産

できるよう、分娩機関・周産期医療に従事する医師等の確保が必要。 

アウトカム指標： 
手当支給施設の産科・産婦人科医師数 

R4：625 人⇒R5：626 人以上（前年度以上） 

分娩 1000 件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 

R2：14.6 人⇒R5：14.7 人以上 

（厚労省「人口動態調査」「医師・歯科医師・薬剤師調査」） 

事業の内容（当初計画） 地域でお産を支える産科医等に対し手当等を支給するとともに、

NICU において新生児医療に従事する医師に対し手当等を支給する

ことなどにより、処遇改善を通じて周産期医療を実施する医療機関

及び医師等の確保を図る。 
(1)産科医・助産師に分娩手当を支給する医療機関に対して補助 
(2)産科専攻医に研修医手当を支給する医療機関に対して補助 
(3)NICU に入室する新生児の担当医師に手当を支給する医療機関に

対し補助 
アウトプット指標 

（当初の目標値） 

手当支給者数：R4：1,194(見込)人⇒R5：1,195 人以上（現状以上） 
手当支給施設：R4：92 医療機関⇒R5：93 医療機関以上（現状以上） 

アウトプット指標 

（達成値） 

手当支給者数：R5：1,179 人 
手当支給施設：R5：78 医療機関 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

① 観察できた ② 観察できた 

① 手当支給施設の産科・産婦人科医師数 
⇒R4 625 人→R5 723 人 

②令和 5 年度の数字は未公表であるが、令和 5 年度に厚生労働省が

示した「分娩取扱医師偏在指標」において、大阪府は、11.81 と、全

国平均（10.50）を上回っている。 
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（１）事業の有効性 
 産科や小児科（新生児）科の医師などの処遇改善を行うことによっ

て、産科等医療を担う医療機関や医師の確保に寄与した。 
ただし、補助金交付施設が減少したことから、アウトプット指標は

未達成であったため、今後は医療勤務環境改善支援センターの活用等

により、本補助事業の周知に関する取組みを更に進めていく。 
（２）事業の効率性 
補助対象を産科医療補償制度加入機関に制限することで、更なる 

産科医等の確保につながり、より効率性の高い事業が実施できた。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.18】 

女性医師等就労環境改善事業 

【総事業費】 
110,309 千円  

事業の対象となる区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

女性医師数は、今後も増加が見込まれ、出産や育児等の様々なライフ

ステージにおいて離職せず、安心して働き続けられる環境整備が必

要。 

アウトカム指標： 
①補助金活用機関における就労環境改善制度活用女性医師数 
R3 年度：130 人 → R5 年度：131 人以上 
②府内の全女性医師に占める就業率  
R2 年度：99％ → R5 年度：99％以上 
（厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」による） 

事業の内容（当初計画） 医療機関が実施する「医師の勤務環境の改善への取組」や「出産・育

児・介護等により、休職・離職した女性医師等の復職支援への取組」

を支援する。 
アウトプット指標 

（当初の目標値） 

就労環境改善及び復職支援に取り組む医療機関数： 
R4：36 機関⇒R5：37 機関以上（現状以上） 

アウトプット指標 

（達成値） 

就労環境改善及び復職支援に取り組む医療機関数：35 機関 
 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった  観察できた 

⇒厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」において、令和 5年度

の数字がまだ公表されていないため。（R6 年 3 月に公開された R4 年

度厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査（隔年実施）」によると

府内の全女性医師に占める就業率は 99.22％と指標を上回ってい

る。） 

なお、補助金活用機関における就労環境改善制度活用女性医師数は、 

R3 年度：130 人→R5 年度：130 人と現状維持で推移している。 

 
（１）事業の有効性 
本事業を実施することによって、補充困難な診療科の医師や離職を検

討していた医師が引き続き勤務が可能となるなど、医師確保・定着の
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取組に有効であったと考える。 
 
（２）事業の効率性 
大阪府勤務環境改善支援センター（大阪府委託事業）との連携を図り、

効率的に当該事業の課題等を把握するように努めている。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.19】 

新人看護職員研修事業 

【総事業費】 
1,090,046 千円 

事業の対象となる区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府（大阪府看護協会に委託）、医療機関 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

適切に看護職員を確保していくため、新人看護職員の定着・離職防止の取

組みが必要。また、各施設において新人看護職員の研修体制を整備・継続

し、単独で研修ができない中小規模の病院等においては圏域で協力し、合

同により研修体制を整備・継続することが必要。 

アウトカム指標：当該研修実施医療機関における新人看護職員の離職率 
R5：11.2％未満 

（大阪府「看護職員確保状況調査」による） 

事業の内容（当初計画） 新人看護職員研修、医療機関受入研修、多施設合同研修 

 (1)ガイドラインに沿った研修を実施する施設に対して補助。また、研修

責任者フォローアップ研修に参加させた施設に対し、その受講料の 1/2

相当額を追加補助。 

 (2)単独で研修を実施することができない病院等の新人看護職員を対象

に、府内 8か所で合同研修を計 4回実施。（大阪府看護協会に委託、同

協会が各地域の中小規模病院の研修責任者と協働し企画・実施） 
アウトプット指標 

（当初の目標値） 

①新人看護職員研修の実施医療機関数 160 医療機関 
②中小規模の病院の合同研修参加率（R5：15％以上） 

アウトプット指標 

（達成値） 

①新人看護職員研修の実施医療機関数 165 医療機関 

②中小規模の病院の合同研修参加率 15.8％  

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた  観察できなかった 

⇒当該研修実施医療機関における新人看護職員の離職率 12.2％ 
（府全体における新人看護職員の離職率 13.1%） 

（１）事業の有効性 
新人看護職員の基本的臨床実践能力の獲得及び向上に寄与した。新

型コロナウイルス感染症等の影響により、アウトカム指標において目

標値を達成できなかったが、アウトプット指標は達成できた。当該研

修実施医療機関における離職率は府全体よりも低率であり、事業の効

果はあると考えられる。 
（２）事業の効率性 
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研修の機会を広く周知し、また申請書様式の電子化を行ったこと

で、内容を効率的に審査する事ができ、財源を有効に執行した。 
その他  

 
  



   

48 
 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.20】 

看護職員資質向上推進事業 

【総事業費】 
38,237 千円 

事業の対象となる区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府（大阪府看護協会に委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高齢化の進展や疾病構造の変化などに伴い、高度化、多様化する医療

ニーズに対応する質の高い人材を継続的に養成していくため、専門的

な知識・技術を持つ専任教員や実習指導者を養成することが不可欠で

ある。 

アウトカム指標： 
養成所における資格のある専任教員の充足率 100% 
（保健師助産師看護師法施行令第 14 条報告） 

事業の内容（当初計画） (1)専任教員養成講習会 看護職員の養成に携わるものに対して、必

要な知識技術を習得させ、看護教育内容の充実、質の向上を図る。 

(2)実習指導者講習会 看護師等養成所の実習施設で指導者の任にあ

る者に対し、実習の意義、指導者の役割を理解させ、効果的な指導が

できるよう必要な知識、技術を習得させる。病院以外の実習施設で指

導者の任にある者に、実習の意義、指導者の役割を理解させ、特定分

野の実習における効果的な指導ができるよう必要な知識、技術を習得

させる。 
アウトプット指標 

（当初の目標値） 

専任教員養成講習会（定員 50 名）・実習指導者講習会（定員 280 名）

の受講者数 330 名 
アウトプット指標 

（達成値） 

専任教員養成講習会（修了者数 41 名）・実習指導者講習会（修了者数

278 名）の修了者数 319 名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった  観察できた 

⇒ 専任教員の充足率：66.7％ 

（１）事業の有効性 
教員は入れ替わりもあり専任教員の育成を継続することにより、府

内の養成所における教員の充足に寄与していく必要がある。また、看

護師養成所の実習施設においては、実習する看護単位毎に実習指導者

が二人以上配置されていることが望ましいとされており、実習施設の

職員の異動や退職等に対応し実習指導者を配置するためには、継続し

た講習会の実施が必要である。 
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専任教員養成講習会のアウトプット指標の減少については、受講決

定後に辞退者が出たこと等が原因であり、実習指導者のアウトプット

指標の減少については、研修会開始当初は定員を満たしていたが、体

調不良等により修了できなかったこと等が原因である。 
また、アウトカム指標として養成所における資格のある専任教員の

充足率が 100％を達成していない理由としては、新任教員等で専任教

員養成講習会を受講中もしくは受講予定の教員がいる養成所は、専任

教員が充足していないと判断するためであり、充足していない養成所

には講習会を受講することにより専任教員配置要件を満たすように

指導している。 
 
 
（２）事業の効率性 
看護師等養成所の運営に関する指導ガイドラインにより、実習施設 

における実習指導者となることができる者は、厚生労働省若しくは都

道府県が実施している実習指導者講習会又はこれに準ずるものが実

施した研修を受けたものであるとされている。また、看護師養成所の

実習生が実習する看護単位には、実習指導者が二人以上配置されるこ

とが望ましいこととされており、これらの基準を充足するにあたり高

い効率性により実習指導者を育成している。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.21】 

看護師等養成所運営費補助事業 

【総事業費】 
6,784,682 千円 

事業の対象となる区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 看護師等養成所 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高齢化の進展や疾病構造の変化、医療機能の分化など状況変化等を見

据え、これに対応した質の高い看護職員の養成・確保が必要。 

アウトカム指標：養成者数 5,000 人（R5） 

事業の内容（当初計画） 看護師等養成所における運営費にかかる経費の一部を補助する。 
アウトプット指標 

（当初の目標値） 

養成所補助件数 44 課程 

アウトプット指標 

（達成値） 

養成所補助件数 43 課程 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった  観察できた 

⇒ 養成者数：4,869 人 
（１）事業の有効性 
  保健師、助産師、看護師養成所における養成所運営費に係る経費の

一部を補助することにより、看護師等養成所における教育内容の充実

を図り、看護サービスの向上と看護職員の定着対策を推進した。 
アウトカム指標の当初目標を下回っているのは定員削減や課程の

廃止等によることが要因であると考えられるが、養成所運営費に係る

経費の一部を補助することは質の高い新規養成者の確保につながり、

看護人材確保に向けた取組を行ううえで必要な事業である。 
アウトプット指数が当初目標を下回ったのは経営面から補助対象

にならなかったためであり、大半の養成所においては補助を求めてい

る。補助事業を取りやめることは養成所の経営面に打撃を与えかね

ず、質の高い新規養成者数にも影響が出るものと考える。 
（２）事業の効率性 
 府内の看護師を確保する目的に合致するよう、前年度の入卒調査の 
府内就職率による調整率を設けることにより、養成所における学卒者 
の府内就職への促進に努めた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.22】 

看護職員確保対策推進事業 

【総事業費】 
64,754 千円 

事業の対象となる区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府（大阪府看護協会、医療機関へ委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高齢化の進展や疾病構造の変化、医療機能の分化など状況変化等を見

据え、これに対応した質の高い看護職員の養成・確保が必要。 

アウトカム指標： 
再就業支援事業後の再就業率の増加 
令和３年度：52.3% ⇒ 令和５年度：53.0% 

事業の内容（当初計画） 潜在看護師の復職支援を実施する。 
(１)府内の地域偏在対策 
①地域の中小病院の出展による看護職のための就職相談会の実施 
②ハローワークに職員を派遣し地域に即した相談会の開催 

(２)定年後の看護職員の活躍の場の確保 
社会保障等の講義と、医療機関出展による就職相談会を行うセカンドキ

ャリア研修会を実施 
(３)充実型再就業支援講習会の開催・拡充 
①看護職のための復職応援セミナーの開催 

  ②演習を中心とした実践的な再就業支援研修の実施 
(４)定着対策 
採血演習など実習を含む交流会の開催 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

再就業支援講習会受講者数 のべ 180 人 

アウトプット指標 

（達成値） 

再就業支援講習会受講者数 のべ 317 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった  観察できた 

→令和５年度：51.4％ 

 
（１） 事業の有効性 
 求人病院が民間の斡旋会社に依頼した場合、看護職員１人を雇用す

るために 60 万円～100 万円の経費が必要となる。本事業により 114

人の雇用につながった。求人病院にとって、雇用にかかる経費を 6000

万円～１億円程度削減でき、削減できた経費を看護職員の勤務環境等

に使えることとなる。 
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 今年度はアウトカム指標に届かなかったものの、新規養成者数が減

少傾向にある中、潜在看護職員の再就業支援は看護人材確保を取り組

むうえで、不可欠な事業である。 

 
 
（２）事業の効率性 
 研修実施において、これまでのノウハウを生かし、効率的に実施す

ることができた。 

 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.23】 

小児救急電話相談事業 

【総事業費】 
56,222 千円 

事業の対象となる区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府（NTT データ関西に委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

子どもの急病時の対応方法に対する保護者の不安を解消し、救急医療

の適正利用を促進、夜間の二次救急病院等への患者集中を緩和し、医

療機関の負担を軽減することが必要。 

アウトカム指標：府内医師数 
R2 年度 26,431 人⇒R5 年度 26,432 人以上 
（厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」） 

事業の内容（当初計画） 小児科医の支援体制のもと、子どもの急病時の対応方法に関する相談

に看護師が電話にて対応する。 
保護者等の家庭看護力を向上させるとともに、適切な受診行動を促す

ことで夜間の二次救急病院等への患者集中を緩和し、負担軽減を図

る。 
アウトプット指標 

（当初の目標値） 

年間相談件数 50,000 件 

アウトプット指標 

（達成値） 

年間相談件数 71,596 件 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった  観察できた 

 令和５年度の公表が未定のため、現時点でのアウトカム指標の観察

が不可。（参考：令和４年度 26,518 人） 

代替的な指標としては小児夜間救急診療所の紹介件数の全体比率

があげられ、令和 4 年度は 3.4％であったのに対し、令和 5 年度は

3.3％に減少しており、患者の集中緩和につながっていると考えられ

る。 

（１）事業の有効性 
  相談件数（合計）は過去最高となった昨年度より減少したものの、

新型コロナウイルス感染症に関連する症状（内科的症状）を除く頭

部打撲や外傷等の緊急発生的事案に関する相談の需要は、引き続き

高水準で推移していると考えられる。 
（２）事業の効率性 
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  大阪府として事業を実施することで、府内全域に対応することに

より、効率的な執行ができている。また、受診先医療機関の紹介に

あたっては、救急医療情報センターの紹介など、他の機関への橋渡

しも行っており、救急医療資源の効率的な利用が図られた。 
 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.24】 

小児救急医療支援事業 

【総事業費】 
1,382,094 千円 

事業の対象となる区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 府内市町村（二次医療圏単位の幹事市） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

小児救急医療に従事する医師の不足等により受入体制の確保が困難

となっている、休日・夜間の小児救急受入体制（二次救急医療体制）

の確保が必要。 

アウトカム指標：大阪府内の小児死亡率（1 歳から 14 歳） 
R4：7.6→ R5：7.6 未満（前年度未満）※10 万対 

事業の内容（当初計画） 休日・夜間に小児救急患者を受け入れる医療機関を地域ブロック単位

での輪番制等により確保する事業を実施する市町村に対し費用を補

助する。 
アウトプット指標 

（当初の目標値） 

休日・夜間における小児救急医療体制の確保 
（救急告示病院がある各二次医療圏） 
体制確保医療圏域数：6 医療圏＋大阪市 4 基本医療圏 

アウトプット指標 

（達成値） 

体制確保医療圏域数：6 医療圏＋大阪市 4 基本医療圏 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：大阪府内の小児死亡率（１歳

から 14 歳） 

観察できなかった  観察できた 

令和 5 年度の確定数が公表されていないため、観察不可（参考）R4：7.6 
（１）事業の有効性 
 本事業により輪番等で受入医療機関を確保することで、以下の２点

が実現した。 
 ①医師をはじめとする医療従事者確保の観点から、受入体制の確保

が容易ではない休日・夜間の小児救急医療体制について、小児救

急患者の円滑な搬送受け入れが促進された。 
 ②小児救急医療に従事する医師等の負担軽減につながった。 
（２）事業の効率性 
 市町村が行う地域ブロック単位での小児救急医療体制運営事業に

対して助成をすることによって効率的に小児救急医療体制を確保す

ることができた。 
その他  



   

56 
 

 
事業の区分 ６．勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 
事業名 【NO.25】 

地域医療勤務環境改善体制整備事業 

【総事業費】 
444,453 千円 

事業の対象となる区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

大阪府においては、2024 年４月からの医師に対する時間外労働の上

限規制の適用開始に向け、医師の労働時間短縮を進める必要がある。 

アウトカム指標： 
医師事務作業補助体制加算を取得した医療機関数の増加 

１５９機関（令和４年度末）→１６０機関以上（令和５年度末） 

本事業を実施する全ての機関で医師の労働時間が短縮 

事業の内容（当初計画） 医師の労働時間短縮に向けた取組を総合的に実施する事業に必要な

経費を支援する。 
アウトプット指標 

（当初の目標値） 

本事業により医療機関全体の効率化や勤務環境改善の取組みを行う

機関の割合：１０割 
アウトプット指標 

（達成値） 

本事業により医療機関全体の効率化や勤務環境改善の取組みを行う

機関の割合：１０割 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった  観察できた 

⇒医師事務作業補助体制加算を取得した医療機関数：１８９機関 
 
（１）事業の有効性 
本事業を実施することによって、医師の労働時間の短縮に医療機関

が取り組むことが可能となるなど、医師の労働時間短縮を進めるのに

有効であったと考える。 
（２）事業の効率性 
大阪府勤務環境改善支援センター（大阪府委託事業）との連携を図 

り、医師の労働時間短縮に取り組む医療機関を効率的に支援できるよ

う努めている。 
その他  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【No.1（介護分）】 
大阪府介護施設等整備事業 

【総事業費】 

5,232,892 千円 

事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日（令和 5 年度分） 

背景にある医療・介護

ニーズ 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の

さらなる整備が求められる。 

アウトカム指標：要介護認定者数 568,811 人（令和 5 年度推計）に

対応した地域包括ケアシステムを構築する。 

事業の内容（当初計画） 地域密着型サービス施設等の整備等を支援する。 
①地域密着型サービス施設等の整備等に対する助成を行う。 
②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費等に対して支援を行
う。 

③介護施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金に対
して支援を行う。 

④介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支
援を行う。 

⑥新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、介護施設
等への簡易陰圧装置設置及びゾーニング環境等の整備を行う。 

⑦介護職員の宿舎施設を整備する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

第 8 期計画において定めた数の介護施設等を整備する。 
              （令和 3 年度）→（令和 5 年度） 
・地域密着型特別養護老人ホーム  4,002 床 → 4,724 床 
・認知症高齢者グループホーム   12,341 床 → 13,258 床 
・小規模多機能型居宅介護事業所  3,768 人／月→4,256 人／月 

（サービス量） 
・看護小規模多機能型居宅介護事業所 1,197 人／月→1,676 人／月 

（サービス量） 
・介護施設等において居住環境改善のための改修を行う。 
（整備予定 21 か所） 

・介護施設等において、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する

ため、感染対策を行う。（整備予定 608 か所） 
・介護職員の介護人材確保のため、介護職員用の宿舎を整備する。

（整備予定 6 か所） 
アウトプット指標（達

成値） 

（令和 4 年度） ⇒ （令和 5 年度） 
・地域密着型特別養護老人ホーム 

4,028 床  ⇒  4,154 床 

・認知症高齢者グループホームの整備   

12,250 床  ⇒    12,477 床 
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・小規模多機能型居宅介護事業所の整備    

4,005 人/月   ⇒   3,912/月 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所の整備    

1,130 人/月   ⇒    1,296/月 

 

・介護施設等において居住環境改善のための改修を行った。（整備 8
か所） 

・介護施設等において、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する

ため、感染対策を行った。（整備予定 200 か所） 
・介護職員の介護人材確保のため、介護職員用の宿舎を整備した。

（整備予定 2 か所） 
事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった ・ 観察できた 

⇒特別養護老人ホーム（広域型含む）の待機者減  

（令和 5 年 4 月 6,560 人→令和 6 年 4 月 6,504 人） 

（１）事業の有効性 
地域ニーズに合った地域包括ケアシステムの構築を図ることができ

た。 

（２）事業の効率性 
情報の共有や日頃の進捗管理等により、市町村等との連携を強化し、

事業を効率的に進めることができた。 
その他 事業費全体 5,232,892 千円：平成 27 年度～令和 5 年度に造成

した基金を充当。 
 ・平成 27 年度 821,152 千円 
 ・平成 28 年度 1,018,596 千円 
 ・平成 29 年度 843,249 千円 
 ・平成 30 年度 7,893 千円 
 ・令和元年度  78,453 千円 
  ・令和 2 年度  13,036 千円 
 ・令和 3 年度  1,263,017 千円 
・令和 4 年度  562,652 千円 

 ・令和 5 年度  624,844 千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.2（介護分）】 

 外国人介護人材適正受入推進事業  

【総事業費】 

20 千円 

事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

慢性的な人材不足における外国人人材活用の機運の高まり 

アウトカム指標：外国人介護人材の適正な受入確保 

事業の内容（当初計画） 外国人介護人材の現状及び課題等を協議するため、事業者

関係者、職能団体等の機関からなる「大阪府外国人介護人材

適正受入れ推進連絡会議」を運営する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

外国人介護人材の円滑な受入れ推進を行うため連絡会議の 
開催（1 回程度） 

アウトプット指標（達成

値） 

「大阪府外国人介護人材適正受入れ推進連絡会議」を開催。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった ・ 観察できた 
→外国人介護人材等適正受入れ推進連絡会議を開催したこ

とにより、外国人介護人材の受入確保に向け、介護施設や

介護福祉士養成施設における外国人介護人材の状況を把

握することができた。 

（１）事業の有効性 
連絡会議の開催により、外国人介護人材の受入の現状と課題

を共有することができた。 
（２）事業の効率性 
連絡会議の出席者を事業者関係団体、養成施設、職能団体等

から構成することにより、今後の外国人介護人材の受入にお

ける必要な取組み等を認識することができた。 
その他 事業費 20 千円：平成 27 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.3（介護分）】 

介護人材確保・職場定着支援事業 

介護職・介護業務の魅力発信業務 

【総事業費】 
6,946 千円 

事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府（吉本興業株式会社へ委託） 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護分野は慢性的な人手不足であり、介護の仕事が社会的に

認知・評価され、若い世代の方々を中心に魅力ある職業とし

て選択されるきっかけとなるよう魅力発信を行う。 
アウトカム指標：本事業を通じてインターンシップに参加

する高校生が 100 人以上。 

事業の内容（当初計画） 介護職・介護業務の魅力発信、インターンシップ参加促進、

広報、効果測定 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

府内の高校生に効果的な手法で魅力発信等を行う。 

アウトプット指標（達成

値） 

魅力発信動画を４本作成し、魅力発信イベントも行った。ま

た、リーフレットを作成し、府内の高校１年生等に配布した。 
事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

観察できなかった ・ 観察できた 

→58 人の高校生がインターンシップに参加した。 

（１） 事業の有効性 
 タレント等を起用するとともに、高校生にも出演してもら

う形で普及啓発イベントや動画発信等を実施することによ

り、イメージが湧きやすいような形で介護の実情を知ること

により介護職・介護業務の魅力を発信した。 
（２）事業の効率性 
 YouTube 等の SNS の活用やリーフレットの配布を行い、

高校生へ向けて介護職・介護業務の魅力をダイレクトに発信

した。 
その他 事業費 6,946 千円：平成 27 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.4（介護分）】 

介護人材確保・職場定着支援事業 

市町村等介護人材確保推進事業 

【総事業費】 
2,515 千円 

事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

市町村における安定した介護従事者の確保・育成に向けた取

組みを支援し、地域社会を支える介護人材の確保・定着・育

成を推進する。 
アウトカム指標：市町村が行う地域の特色を踏まえた介護

人材確保の取組の促進。 

事業の内容（当初計画） 市町村内で実施される介護の魅力発信のための事業につい

て補助を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

本事業の活用により、府内全域の市町村で各地域の特色に

応じた介護人材確保の取組がより一層促進されることを目

指す。 

アウトプット指標（達成

値） 

介護人材の定着支援等に取組む市町村等に対して支援を実

施（4 市） 
事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

観察できなかった ・ 観察できた 

→地域の実情にあわせたイベントの開催等による介護業務

の魅力発信を行い、将来の介護人材の確保を図った。 

（２） 事業の有効性 
市町村等が実施する事業を支援することにより、福祉・介護

への理解促進を図ることができた。 
（２）事業の効率性 
市町村等に補助を行うことにより、地域の実情に応じた的確

な支援を実施することができた。 
その他 事業費 2,515 千円：平成 27 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.5（介護分）】 

介護人材確保・職場定着支援事業 
参入促進・魅力発信事業（教育関係

機関との連携） 

【総事業費】 
921 千円 

事業の対象となる区域 大阪府全域 
事業の実施主体 大阪府（（社福）大阪府社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護人材の不足には、介護職・介護業務のマイナスイメージ

が先行していることも 1 つの要因とされる。このため、特に

若い世代に対する介護職・介護業務のイメージアップが必要

不可欠である。 

アウトカム指標：高校生や教員の介護に対する理解促進。 

事業の内容（当初計画） 教育関係機関と連携し、高校などの教育機関において、福祉、

介護に対する理解を進めるための『出前講座』を実施し、積

極的に福祉、介護の仕事の魅力を発信する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

高校『出前講座』について、年間を通して実施する。 

アウトプット指標（達成

値） 

・高校『出前講座』は、7 回実施。 

・高校訪問（進路指導担当の教員等）10 校 
事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった・観察できた 

→福祉分野が進路の選択肢となるよう『福祉関連のテーマ学

習』や『福祉体験』などによる魅力発信を実施。「職業」

としての「介護」や生活に身近な「介護」について、理解・

認識を深めてもらえた。 

（１） 事業の有効性 
・教師や生徒に、より具体的な情報（介護の仕事につくため

の資格、介護職として働く先輩からの意見）を伝える機会と

して活用していくことで、より介護の仕事を身近に感じても

らえる。 
（２）事業の効率性 
・今後、出前講座の内容として、給与体系や有休・夜勤体制

の説明など、高校生が興味を持つ内容を実施。 
その他 事業費 921 千円：平成 27 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.6（介護分）】 

介護人材確保・職場定着支援事業 

参入促進・魅力発信事業（職場体験事

業） 

【総事業費】 
3,599 千円 

事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府（（社福）大阪府社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

大阪府内の介護職員は離職率が高く、介護人材を継続して確

保するためには、離職防止・定着促進に取り組む必要がある。

このため、就労前に介護を体験する機会を設けミスマッチの

解消を図る。 

アウトカム指標：介護現場の魅力を伝えるとともに、就職後

のミスマッチを防ぐ。多様な世代の参入を促進する。 

事業の内容（当初計画） ・職場体験及びインターンシップを実施する。 

・一般大学等への福祉就職ガイダンスを行い、介護職場を体

験してもらうツールとしてインターンシップまたは職場体

験ツアーを開催する。 

・一般大学生を対象としたインターンシップモデルを構築す

る。 

・受入事業所における職場体験プログラムの質の向上を図る

ため、受入マニュアル・好事例集の作成や研修会を実施する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

・職場体験・インターンシップを年間通して実施する。 
・一般大学生、高校生向け職場体験ツアーを 2 回程度開催す

る。 
・一般大学生向けインターンシップモデルを構築し、大学で

周知を行う。 
・受入事業所向け研修を 2 回程度開催する。 

アウトプット指標（達

成値） 

・職場体験・インターンシップを年間通して実施した。 

・職場体験参加者 100 人（体験延べ日数 221 日） 

・インターンシップ参加者 91 人（体験延べ日数 226 日） 

・職場体験ツアーは 2 回実施 
・受入事業所向け研修を 2 回開催した。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった ・ 観察できた    

→職場体験終了後、19 名が就職に繋がった。  



   

64 
 

（１）事業の有効性 
福祉・介護分野に関心のある方や大学生、高校生など若年者

などを対象にして福祉体験の機会を提供することにより、福

祉分野が進路の選択肢となるよう、魅力を発信することがで

きた。 
（２）事業の効率性 
職場体験やインターンシップを実施することにより、介護業

務の実態や職場環境等に触れる機会を作ることで、参入促進

とともに就職後のミスマッチによる早期離職防止にも繋げ

ることができた。 
その他 事業費 3,599 千円：平成 27 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.7（介護分）】 

大阪ええまちプロジェクト事業 
【総事業費】 

22,233 千円 
事業の対象となる区域 大阪府全域 
事業の実施主体 大阪府（（特非）サービスグラントへ委託） 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 
地域包括ケアシステムの構築に向け、生活支援の担い手と

なる生活支援体制整備を担当する市町村職員及び生活支援

コーディネーター、地域団体等とのネットワークを強化

し、活動の充実・活性化を促すことで、住民ボランティア

等による多様な担い手の裾野を広げる。 
アウトカム指標：住民ボランティア等による多様なサービス

の創出 
事業の内容（当初計画） 地域づくり関係者に向けて地域活動やボランティア活動の

魅力等を伝え、地域を超えた連携を推進するため、ウェブ

サイトを運営し、地域づくり関係者の連携強化や助け合い

等の担い手確保に向けた情報発信を行う。 
また、高齢者の生きがいづくり・介護予防等の推進に向け

た気運醸成、地域に潜在している住民の互助活動の掘り起

しや、支え合い活動等を実施する団体の伴走型支援を行

う。支援終了後は支援方法のベストプラクティスを収集

し、それらのノウハウを地域づくり関係者への研修等を行

うことを通じ、助け合い、支え合い等の担い手の養成等を

実施。 
さらに、助け合い活動に興味関心のある参加者を対象に開

催する大交流会においては、府内の先進事例等を紹介する

とともに、やりがいやノウハウ等を伝え、その後助け合い

活動等に参加したい場合はオンラインで登録できるように

受け入れ体制を整備し、担い手を直接募集、確保すること

を目指す。 
※本事業内で実施する生活支援コーディネーター養成事業

については No.24（介護分）に記載 
アウトプット指標（当初

の目標値） 
地域貢献団体等・ボランティア説明会回数 15 回 
担い手等向け説明会、研修受講者数 100 名 
地域づくり関係者の集う大交流会参加者数 300 名 
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アウトプット指標（達成

値） 
地域貢献団体等・ボランティア説明会回数 22 回 
担い手等向け説明会 136 名、研修受講者数 43 名 
地域づくり関係者の集う大交流会参加者数 228 名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：  
観察できなかった ・ 観察できた 
 ⇒総合事業における住民主体型サービスを位置づけた府内

の市町村数（R6.4 時点） 
  訪問型サービス 15 市町 
  通所型サービス 10 市町 
（１）事業の有効性 
 本事業の実施により生活支援コーディネーターを中心に

した関係者間のネットワークを強化することでき、住民ボラ

ンティア等による多様なサービスの創出に向けた基盤強化

が図られた。 
（２）事業の効率性 
 生活支援コーディネーターをはじめ、地域団体、行政等の

住民ボランティア等による多様なサービスの創出に向けた

役割を明確化し、対象者に応じて支援手法を変えて真に必要

な支援に限定して実施した。 
その他 事業費 22,233 千円：平成 27 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.8（介護分）】 

老人クラブ事務手続き等支援事業 

【総事業費】 
4,740 千円 

事業の対象となる区域 大阪府全域（政令市を除く） 

事業の実施主体 大阪府（（一財）大阪府老人クラブ連合会へ委託） 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

会長等役員の後継者のなり手がなく老人クラブが休止・解

散に追い込まれ、地域住民のつながりが弱まる状況にある

ことから、老人クラブの維持・活性化が求められている。 

アウトカム指標：老人クラブの抱える課題を把握し事務作

業をサポートすることで、老人クラブの維持・活性化を図

る。 

事業の内容（当初計画） 老人クラブの事務作業をサポートすることにより、老人ク

ラブ活動を支援するため、アンケート調査及び老人クラブ

を対象とする相談会の実施並び老人クラブ活動支援委員会

を設置する。 
 

（１）市町村ごとの相談会の開催 
  補助金申請書類、活動記録、事業計画・報告、広報誌作

成等にかかる事務作業をサポートする。 
 
（２）説明会及び講習会の開催 
  上記相談会を開催するにあたり、市町村老連及び市町

村老人クラブ担当課を対象とした事業説明、活動継続に

関する講義及び好事例紹介を行う。 
 
（３）サポートリーダーの養成 

有識者のアドバイザー派遣等により、実務を行う担当

者を直接支援し、事務作業をサポートできるリーダーを

養成する。 
 
（４）老人クラブ活動支援委員会の設置・開催 
  事務作業面でのサポートを検討するため、老人クラブ

活動に詳しい有識者等で構成する老人クラブ活動支援委

員会を設置する 
 



   

68 
 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・市町村老連での相談会の開催：12 市町村 
・説明会及び講習会の開催：1 回 
・老人クラブ活動支援委員会の開催：3 回 
・アンケート調査の実施：1 回 

アウトプット指標（達成

値） 

・市町村老連での相談会の開催：14 市町村（15 回） 
・説明会及び講習会の開催：1 回 
・サポートリーダーの養成（フォローアップ相談会）：30 回 
・老人クラブ活動支援委員会の開催：3 回 
・R4 年度実施のアンケート調査のとりまとめ 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった ・ 観察できた 

→相談会等の実施により、市町村・市町村老連・単位クラ

ブ・関係団体と老人クラブの現状や課題について共有す

るとともに、老人クラブの役割や意義について理解を深

めることができた。これによりフォローアップ相談会の

開催の協力や参加につながり、老人クラブの活性化に寄

与していることを確認できた。 

（１）事業の有効性 
相談会の開催により、老人クラブの現状と課題が把握で

きた。 
（２）事業の効率性 
アンケート調査の結果及び相談会での意見等を踏まえて

老人クラブの活動をサポートするため、支援や助言を行っ

た。 
その他 事業費 4,740 千円：令和 3 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.9（介護分）】 
介護人材確保・職場定着支援事業 
介護分野への就労・定着支援事業 

【総事業費】 
2,904 千円 

事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

府域における安定した介護従事者の確保・育成に向けた支援

体制の構築を図る。 
アウトカム指標：介護未経験・無資格者の参入・定着促進 

事業の内容（当初計画） 介護保険施設等を運営する法人が、介護未経験・無資格者

を介護職員として職業紹介事業者を通じて雇用し、当該職

員が初任者研修を修了した場合に、研修費の一部を補助す

る。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

未経験・無資格者の介護分野への新規参入 
（介護職員の就職者 100 名） 

アウトプット指標（達成

値） 

6 名（4 施設）が就職した。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった・観察できた 
→6 名（4 施設）が就職後初任者研修を修了し、未経験・無

資格者を積極的に雇用する環境を整えた。事業の活用促進

の観点から、対象研修の拡大について検討する必要があ

る。 

（１）事業の有効性 
 本事業を通じて、介護保険施設等が無資格・未経験者を雇

用するきっかけを作ることができた。 
（２）事業の効率性 
働きながら介護職員初任者研修を受講することで、未経

験・無資格者の早期就職を支援した。 
その他 事業費 2,904 千円：平成 27 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.10（介護分）】 

介護人材確保・職場定着支援事業 
マッチング力の向上事業 

【総事業費】 
69,092 千円 

事業の対象となる区

域 

大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府（（社福）大阪府社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

府域における安定した介護従事者の確保・育成に向けた支援体

制の構築が必要。 
アウトカム指標：介護人材のすそ野の拡大、介護業界へのマッ

チングによる多様な層の参入 

事業の内容（当初計

画） 

（主な取り組み） 

・就職フェアの開催。 

（R4 年度実績：出展法人 168 法人、497 人が参加） 

・地域で開催される就職説明会・セミナー等に参画する。 

・研修事業者等への就職ガイダンスや初任者研修修了者向け

の合同面接会を開催することにより、初任者研修修了者等資

格取得者の円滑な受入れに向けた働きかけを行う。 

・『離職した介護福祉士等の届出制度』により、届出のあった

離職者に対して、再就業に向けた情報の提供等を行う等の

就業支援を実施する。 
アウトプット指標（当

初の目標値） 

・ハローワークとの連携による相談会やセミナーを 30 回開催

する。 
・府内市町村主催の就職イベントへ 30 回参画する。 
・就職フェアを年 1 回開催する。 
・初任者研修養成施設等への就職ガイダンスを、80 事業所で

行う。 
・合同面接会を 4 回開催する。 
・合同面接会に合わせたミニセミナーを 4 回開催する。 
※事業の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染防止対策

を講じ、より効果的な手法となるよう検討のうえ実施。 
アウトプット指標（達

成値） 

・ハローワークとの連携による相談会やセミナーの開催：51回 

・府内市町村主催の就職イベントへの参画：27 回 

・就職フェア 3 月開催（1 回） 

・初任者研修養成施設等への就職ガイダンスの実施：3 事業所
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（参加者 48 人、うち就職者数 26 人） 

・合同面接会の開催：4 回（参加者 180 人） 

・再就職支援セミナー：4 回（参加者 123 人） 

・一般大学での就職ガイダンス：10 回（参加者 379 人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった・観察できた 

→各種イベント後にアンケート調査を実施。 

概ね好評ではあるが、参加者が少ないイベントもあり、今後

は参加者の求めるニーズ把握に努めた企画立案を行う必要

がある。 

（１）事業の有効性 
令和 5 年度は、午前、午後 2 部制・対面での就職フェアを実施

した。参加者数、事業者とのマッチング数については前年度を

上回った。引き続き、効果的な実施方法を検討する。 
（２）事業の効率性 
ハローワークなど多様な機関と連携を図ることにより、中高年

齢層や女性など求職者が介護業務を職業の選択肢の一つとし

てとらえてもらえるなど効率的な事業実施が図られた。 
 

その他 事業費 69,092 千円：平成 27 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.11（介護分）】 

介護職チームケア実践力向上推進事業 

【総事業費】 

5,000 千円 
事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府（大阪介護老人保健施設協会へ委託） 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 
多様化、複雑化する介護ニーズに限られた人材で対応するた

めには、介護職員のキャリア・専門性に応じた機能分化が必

要。介護施設における生産性向上や介護職の専門性向上を図

り、多様な人材によるチームケアの実践を進めていく必要が

ある。 
アウトカム指標：業務の切り分けにより介護従事者の負担を

軽減し、介護職の専門性向上を図る。 
事業の内容（当初計画） サポートデスク事業の実施 

・介護助手導入を希望する介護施設に対するサポート 
・介護助手受け入れ施設に対するサポート 
・施設等の地元地域と連携した介護力向上の取組の実施 

アウトプット指標（当初

の目標値） 
・介護助手導入を希望する介護施設に対するサポート（1 施

設以上） 
・施設等の地元地域と連携した取り組み（1 施設以上） 

アウトプット指標（達成

値） 
・介護助手導入を希望する介護施設に対するサポート：6 施

設 
・施設等の地元地域と連携した取り組み：6 施設 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 
観察できなかった ・ 観察できた 
→上記施設において、介護助手導入等の取り組み等を行うこ

とにより、介護助手の採用に繋がるとともに、業務の切り

分けによる介護従事者の負担を軽減することができた。 
（１）事業の有効性 
 サポートデスクを設置することで、介護助手導入や介護職

員の専門性向上、多職種によるチームケア、介護施設におけ

る多様な働き方の実践を希望する施設へのサポートを実施し

た。 
（２）事業の効率性 
 対面での研修・説明会等と合わせて、Web での研修・説明

会等を活用することで、事業事務の縮減を行った。 
その他 事業費 5,000 千円：令和 3 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.12（介護分）】 

介護人材確保・職場定着支援事業 

介護助手導入支援事業 

【総事業費】 
6,930 千円 

事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府（（株）関西ぱどへ委託） 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 多様化・複雑化する介護ニーズに、限られた人材で対応す

るため、多様な働き方、介護職員の業務負担軽減、柔軟な勤

務形態の実現を図る必要がある。 
アウトカム指標：導入した施設における介護職員の離職率

低下（3 年間で 5％） 

事業の内容（当初計画） ・事業の周知を行い、介護助手希望者及び介護助手導入施設

を募集する。 
・求職者に対し、介護に関する入門的な知識や技術を習得す

るための研修を行う。 
・導入施設に対し、介護助手の円滑な導入に向けた説明会を

開催する。 
・求職者と導入施設とのマッチングを行い、その後、就労

定着状況等を調査する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

介護周辺業務を担う人材の確保（介護助手就職者 100 名） 

アウトプット指標（達成

値） 

介護助手の就職者 33 名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

観察できた・観察できた 

→府内 9 箇所で説明会等を実施し、33 名の介護助手の就職

を達成した。また、介護職員の負担の軽減も図った。 

（１）事業の有効性 
介護職員の業務負担軽減に加え、柔軟な勤務形態による未

経験・無資格者の介護分野への新規参入へとつながった。 
（２）事業の効率性 
一部の会場において、市町村と連携することにより、会場使

用料の節減につながった。 
その他 事業費 6,930 千円：令和 3 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.13（介護分）】 

外国人介護人材マッチング支援事業 
【総事業費】 

11,322 千円 

事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府（令和 5 年度外国人介護人材マッチング支援業務

共同企業体（一般社団法人外国人介護留学生支援機構・株式会社

南海国際旅行）） 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

慢性的な人材不足における外国人人材活用の機運の高ま

り 
アウトカム指標：受入れ施設と就労希望者のマッチング

数 

事業の内容（当初計画） 外国人介護人材受入れに向けた制度等の理解促進と不

安の解消を図り、介護分野の特定技能により府内の介護現

場での就労を希望する者及び将来特定技能として就労予

定である現地大学に在籍する日本の介護施設でのインタ

ーンシップを希望する学生の府内介護施設等とのマッチ

ングを支援する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

特定技能就労希望者 50 名以上 

アウトプット指標（達成

値） 

マッチングまでには至らず。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった ・ 観察できた 
→外国人介護人材の受入れに不安を抱えている施設への

受入促進に向けた支援をすることが出来た。 
（１）事業の有効性 
本事業を通じて、外国人の受入れに関する不安解消を図

り、外国人介護人材の採用活動につながる契機となった。 
（２）事業の効率性 
各施設の状況（施設環境、費用面）によって異なり、今後

の外国人の受入における必要な取組み等を認識すること

ができた。 
その他 説明会で初めて外国人材の受入れに関する情報を知り得

たため、各施設での課題（施設の環境整備、費用面の確保）

があることが判明した。 
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この状況を整えた後でしか採用活動に進めることが出来

ないため、説明会参加者数は述べ 120 施設であったが、最

終的なマッチングまでには至らなかった。 

 

事業費 11,322 千円：令和 3 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.14（介護分）】 

介護人材確保・職場定着支援事業 
福祉系高校修学資金貸付事業 

【総事業費】 
17,576 千円 

事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 （社福）大阪府社会福祉協議会 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

福祉系高校の学生については、資格取得後の介護職として

の定着率は非常に高く、こうした福祉系高校に通う学生への

支援を行うことにより、将来、介護人材として活躍する人材

を確保する。 
アウトカム指標：若者の介護分野への参入促進、定着を図る。 

事業の内容（当初計画） 若者の介護分野への参入促進を行うため、福祉系高校の学

生に対して修学や就職の準備に必要な経費について、返済免

除付きの支援金の貸付を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

貸付計画人数：220 人 

アウトプット指標（達成

値） 

貸付人数：80 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった ・ 観察できた 

→本事業を実施したことにより、福祉系高校の学生の介護分

野への定着に寄与した。 

（１）事業の有効性 
福祉系高校の学生は資格取得後の介護職としての定着率

が非常に高く、支援を行うことで、更なる介護分野への人材

確保・定着につながった。 
（２）事業の効率性 
福祉系高校との連携を図ることにより、福祉系高校の卒業

生が、介護職へ従事するという効率的な事業実施が図られ

た。 
その他 事業費 17,576 千円：令和 3 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.15（介護分）】 

介護人材確保・職場定着支援事業 
介護分野就職支援金貸付事業 

【総事業費】 
12,827 千円 

事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 （社福）大阪府社会福祉協議会 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、離職や失業

を余儀なくされた他業種で働いていた方等を介護分野にお

ける介護職の新たな人材として確保を図る。 

アウトカム指標：幅広く新たな介護人材の確保・定着を図る。 

事業の内容（当初計画） 他分野から介護職への参入促進を行うため、他業種で働い

ていた者等が介護分野における介護職として就職する際に、

返還免除付きの支援金の貸付を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

貸付計画人数：100 人 

アウトプット指標（達成

値） 

貸付人数：44 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった ・ 観察できた 

→本事業を実施したことにより、他業種で働いていた方の介

護業界への新規参入に寄与した。 

（１）事業の有効性 
他業種で働いていた方の介護分野における介護職として

の参入促進につながった。 
（２）事業の効率性 
ハローワークなどの関連機関との連携を図ることにより、

他分野で働いていた求職者及が、介護職へ従事するという効

率的な事業実施が図られた。 
その他 事業費 12,827 千円：令和 3 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.16（介護分）】 

介護人材確保・職場定着支援事業 

市町村等介護人材確保推進事業 

【総事業費】 
2,262 千円 

事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

市町村における安定した介護従事者の確保・育成に向けた取

組みを支援し、地域社会を支える介護人材の確保・定着・育

成を推進する。 
アウトカム指標：市町村が行う地域の特色を踏まえた介護

人材確保の取組の促進。 

事業の内容（当初計画） 市町村内で実施される多様な人材層に対するキャリアアッ

プ研修のための事業について補助を行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

本事業の活用により、府内全域の市町村で各地域の特色に

応じた介護人材確保の取組がより一層促進されることを目

指す。 

アウトプット指標（達成

値） 

介護人材の定着支援等に取組む市町村等に対して支援を実

施（3 市） 
事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：  

観察できなかった ・ 観察できた 

→中堅介護職員向けに研修を実施し、次期リーダー候補の育

成に取り組む等、地域の介護人材のスキルアップや定着支

援、福祉・介護への理解促進に取り組んだ。 

（３） 事業の有効性 
市町村等が実施する事業を支援することにより、福祉・介護

への理解促進を図ることができた。 
（２）事業の効率性 
市町村等に補助を行うことにより、地域の実情に応じた的確

な支援を実施することができた。 
その他 事業費 2,262 千円：平成 27 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.17（介護分）】 

介護情報・研修センター事業 
【総事業費】 

12,088 千円 

事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府（（公社）関西シルバーサービス協会へ委託） 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護従事者等の介護技術の向上を図り、良質な介護サービス

を提供するため、質の高い人材を安定的に確保、育成するこ

とが必要。 
アウトカム指標：介護職員の資質の向上 

事業の内容（当初計画） 介護・福祉等の専門職員等を対象とした福祉用具等を活

用した研修や、介護技術に関する専門相談及び住宅改修等

に関する研修専門相談を実施することに加えて、府民や学

校の生徒等を対象とした福祉用具の情報提供や相談窓口以

外でも府民の相談に応じるため、地域の催しなどに参加

し、出張相談を実施する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

・介護・福祉等の専門職員等を対象とした福祉用具等を活用

した研修 
・介護技術に関する専門相談及び住宅改修等に関する研修

や専門相談を実施（目標受講人数：2,000 人（講座数：40
講座）出張相談回数大阪府内開催 2 回以上） 

アウトプット指標（達成

値） 

研修受講人数：1,045 人 

講座数：40 講座 
事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった ・ 観察できた 

→研修修了者へアンケートを実施 

 回答者の約 95.2%が「役に立つ、大変役に立つ」と回答 

（１）事業の有効性 
展示場にある様々な福祉用具を研修に用いることで、受講者

の介護技術向上を図り、良質な介護サービスを提供できる人

材育成を可能にしている。 
（２）事業の効率性 
外部有識者等で構成される運営会議を年 2 回開催すること

により、事業内容の見直し・改善を図っている。 
その他 事業費 12,088 千円：平成 27 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.18（介護分）】 

職員研修支援事業 
【総事業費】 

41,412 千円 

事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府（福祉と人権の研修ネットワークおおさか共同企業

体へ委託、（社福）大阪府社会福祉協議会に補助） 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護人材の資質向上や職場定着を促進するため、福祉施設職

員の専門的な知識・ノウハウの習得を図る機会や、職員の定

着を目的とした小規模事業者に対する研修機会の確保を図

る。 
アウトカム指標：介護職員の資質の向上 

事業の内容（当初計画） 民間社会福祉施設・事業所職員を対象に施設種別・職種

等に関係なく職員が必ず習得しておくべき知識・資質に関

する研修を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

 民間社会福祉施設・事業所職員の知識・資質向上・スキル

アップ等及び優れた人材の確保・育成・定着促進を図るため

の研修を実施（目標受講人数 10,000 人） 
アウトプット指標（達成

値） 

【研修受講者数】11,316 人 

・民間社会福祉事業従事者等資質向上研修（委託研修） 

7,442 人 

・社会福祉施設職員等研修（補助研修） 

3,874 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった ・ 観察できた 

→受講後アンケートの結果、研修修了者の理解度の平均が

4.42 点・活用度の平均が 4.40 点(5 点満点)  

（１） 事業の有効性 
早期離職防止や定着促進の方策として、研修の受講による

職員の資質の向上が有効である観点から本事業を実施した。 
委託研修は、施設等職員が必ず習得しておくべき知識・資質

に関する内容の研修を総合的に、また職階別に実施した。補

助研修は、施設における利用者処遇等の一層の向上を図るた

め、委託研修で習得できる知識・資質にプラスした内容で実

施した。職階や経験年数に応じた内容で、両方の研修事業を

幅広く実施することにより、社会福祉施設及び介護事業所職
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員のニーズに応えるとともに、資質の向上に大いに役立てる

ことができた。 
（２）事業の効率性 

1 法人 1 施設などの小規模施設では、単独で職員研修を行

うことは困難であり、本研修はそれらの施設職員に対しても

集合研修を行うことで効率的に実施できた。 
その他 事業費 41,412 千円：平成 27 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【No.19（介護分）】 

新しい生活様式に対応した口腔保健指導 
推進事業 

【総事業費】 
6,058 千円 

事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府歯科医師会 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、増加が見込まれる要介護者等に対して、生活の質の

向上や誤嚥性肺炎の予防等のため、居宅や施設における口

腔ケアの充実、在宅歯科医療にかかる提供体制の強化が必

要。新しい生活様式に対応した口腔保健指導にかかる研修

を実施し、知識等を備えた介護従事者等を 600 名増やす。 

アウトカム指標：  
訪問歯科診療の実施件数の増加 9.7%以上（医療施設調査） 

事業の内容（当初計画） 〇事業目的 
現在、訪問介護等を行う介護従事者は 機能的口腔ケア

（咀嚼訓練等）を行う知識や経験が少なく、誤嚥性肺炎やフ

レイル（身体機能の虚弱）を引き起こす要因のひとつになっ

ており、人材の育成が必要である。 
 

〇事業概要 
新しい生活様式に対応した口腔保健指導（咀嚼訓練等）用 

教材を作成するとともに、口腔ケアについて精通した歯科

医師、歯科衛生士が、介護従事者等に対し、研修を行うこと

により、新しい生活様式に対応した口腔ケアの知識等を備

えた介護従事者等の養成を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修受講者数（600 名見込み） 

アウトプット指標（達成

値） 

研修受講者数（243 名） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：  
観察できなかった ・ 観察できた 
⇒指標：医療施設調査（R5）が公表前のため 
※参考値：令和 2 年度 101,053 件（医療施設調査） 
※歯科訪問診療算定回数（NDB データ）が 2,012,646（H30）
→2,070,344（R1）→1,890,542（R2）→1,996,649（R3）
→2,073,411（R4）と新型コロナウイルス感染症の影響によ
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り、減少している時期もあると見受けられるが、実施件数は

増加傾向と見込まれる。 

（１）事業の有効性 
本事業の実施により、機能的口腔ケアの知識等を備えた

介護従事者等を効率的に養成でき、在宅歯科医療にかかる

提供体制の強化を図ることができた。 
事業実施にあたっては、介護保険事業者指定担当課とも

連携して事業の周知を行い、新型コロナウイルス感染症の

感染状況に関わらず事業を実施できるよう、動画教材の作

成等を通じて、効果的な事業実施に努めた。 
（２）事業の効率性 
 本事業で、事業の手続きについて事業主体に十分な説明

を行うことにより、効率的な執行を行うことができた。 
その他 事業費 6,058 千円：平成 27 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.20（介護分）】 

介護人材確保・職場定着支援事業 
潜在介護福祉士等再就業支援事業 

【総事業費】 
2,579 千円 

事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府（（公社）大阪介護福祉士会へ委託） 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護人材の不足を解消するためには、即戦力として期待され

る復帰意志のある潜在介護福祉士が円滑に再就業できる支

援が必要。 
また、介護福祉士のうち介護に従事している者は 7 割(令和

2 年度)であり、潜在介護福祉士の再就職支援の取組が必要

とされる。 
アウトカム指標：潜在介護福祉士の再就業による、介護分

野への即戦力としての人材の確保 

事業の内容（当初計画） 資格を有しながら福祉・介護分野に就業していない介護

福祉士等に対し、知識や技術の再確認・再習得のための研

修の実施と再就業に向けた支援を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修参加者数 100 名 

アウトプット指標（達成

値） 

【研修受講者数】23 名 再就職者 6 名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった・観察できた 

→大阪府内 5 カ所で開催し、参加者 23 名の内 6 名の再就職

を達成した。 

（２） 事業の有効性 
 復帰意志のある潜在介護福祉士に対し知識や技術の再確

認・再習得のための研修、マッチング段階における職場体験

を実施することで即戦力として期待される人材を再就職さ

せることができた。 
（２）事業の効率性 
府内 5 カ所で開催することにより、地域の実情に応じた

的確な支援を実施することができた。 
その他 事業費 2,579 千円：平成 27 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.21（介護分）】 

認知症ケア人材育成事業（大阪府） 

【総事業費】 

18,240 千円 

事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府他（大阪府社会福祉協議会等へ委託他） 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

認知症の高齢者については、認知症有病者の将来推計を行っ

た場合、2020 年には 39.9 万人であった有病者数が、2030 
年には 51.9 万人（高齢者の 5 人に 1 人以上（21.1%））、2040
年には 53.1 万人になると予測され、2020 年からの 20 年間

で約 13 万人増加することが見込まれる。 

アウトカム指標：認知症の対応力向上 

事業の内容（当初計画） 以下の研修等を実施する。 

・認知症対応型サービス事業開設者研修（大阪府社会福祉協議会

へ委託） 
・認知症対応型サービス事業管理者研修（同上） 
・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修（同上） 
・認知症指導者フォローアップ研修（認知症介護研修研究大府セ

ンターが実施する研修への推薦） 
・認知症サポート医養成研修（国立長寿医療研究センターが実施

する研修への推薦） 
・認知症サポート医フォローアップ研修（大阪府医師会へ委託） 
・かかりつけ医認知症対応力向上研修（同上） 
・病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 
・歯科医師認知症対応力向上研修（大阪府歯科医師会へ委託） 
・薬剤師認知症対応力向上研修（大阪府薬剤師会へ委託） 
・看護職員認知症対応力向上研修（大阪府看護協会へ委託） 
・病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修（大阪府看護協

会・大阪府歯科衛生士会へ委託） 
・認知症初期集中支援チーム員フォローアップ研修 
・認知症地域支援推進員フォローアップ研修 
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アウトプット指標（当初

の目標値） 

目標開催数 目標受講人数

1 認知症対応型サービス事業者開設者研修 2 30
2 認知症対応型サービス事業者管理者研修 2 130
3 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 2 50
4 認知症指導者フォローアップ研修 - 3
5 認知症サポート医養成研修 - 89
6 認知症サポート医フォローアップ研修 2 300
7 かかりつけ医認知症対応力向上研修 1 220
8 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 1 800
9 歯科医師認知症対応力向上研修 2 200
10 薬剤師認知症対応力向上研修 1 150
11 看護職員認知症対応力向上研修 2 200
12 病院以外の看護師等認知症対応力向上研修 3 410
13 認知症初期集中支援チーム員フォローアップ研修 1 150
14 認知症地域支援推進員フォローアップ研修 1 100

研修名称

 
アウトプット指標（達成

値） 
開催数 受講人数

1 認知症対応型サービス事業者開設者研修 2 21
2 認知症対応型サービス事業者管理者研修 2 109
3 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 2 35
4 認知症指導者フォローアップ研修 - 2
5 認知症サポート医養成研修 - 54
6 認知症サポート医フォローアップ研修 2 319
7 かかりつけ医認知症対応力向上研修 3 202
8 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 1 566
9 歯科医師認知症対応力向上研修 2 144
10 薬剤師認知症対応力向上研修 1 389
11 看護職員認知症対応力向上研修 2 128
12 病院以外の看護師等認知症対応力向上研修 3 230
13 認知症初期集中支援チーム員フォローアップ研修 1 283
14 認知症地域支援推進員フォローアップ研修 1 37

研修名称

 
事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった ・ 観察できた 

→認知症サポート医フォローアップ研修、特に薬剤師認知症

対応力向上研修については、当初の目標値を上回ることが

でき、認知症の対応力向上につながった。 

（１）事業の有効性 
本事業の実施により、認知症の人を支える良質な医療・介護

を担うことができる人材の養成が進んだ。また、地域におけ

る認知症の早期発見・早期診断の体制構築とともに、医療機

関における身体合併症への適切な対応力の向上が図られた。 
（２）事業の効率性 
本事業については、適切な機関へ事業委託等を行ったことに

より、効率的に事業の執行ができた。 
その他 事業費 18,240 千円：平成 27 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.22（介護分）】 

認知症ケア人材育成事業（大阪市） 
【総事業費】 

 5,921 千円 
事業の対象となる区域 大阪市全域 
事業の実施主体 大阪市他（大阪市社会福祉協議会等へ委託他） 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 
大阪市はひとり暮らし高齢者が政令指定都市の中で最も多

く、令和４年４月 1日現在、高齢者人口は 682,807 人、その

うち認知症高齢者数（日常生活自立度Ⅱ以上）が 83,599 人と

なっている。高齢化の進展に伴い今後も認知症高齢者数の増

加が見込まれており、医療・介護従事者の認知症対応力のさ

らなる向上が求められている。 
アウトカム指標：認知症の対応力向上 

事業の内容（当初計画） 以下の研修等を実施する。 
・認知症対応型サービス事業開設者研修（大阪市社会福祉協議会へ

委託） 
・認知症対応型サービス事業管理者研修（同上） 
・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修（同上） 
・認知症指導者フォローアップ研修（認知症介護研究・研修大府セ

ンターへ委託） 
・認知症サポート医養成研修（国立長寿医療研究センターへ委託） 
・認知症サポート医フォローアップ研修（大阪府医師会へ委託） 
・かかりつけ医認知症対応力向上研修（同上） 
・病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修（本市直営） 
・歯科医師認知症対応力向上研修（大阪府歯科医師会へ委託） 
・薬剤師認知症対応力向上研修（大阪府薬剤師会へ委託） 
・看護職員認知症対応力向上研修（大阪府看護協会へ委託） 
・病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修（本市直営） 
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アウトプット指標（当

初の目標値） 

 
アウトプット指標（達

成値） 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：認知症の対応力向上 
観察できなかった ・ 観察できた 
→当初計画での受講目標総数 1,933 人に対して、受講人数の

実績総数は 1,322 人であり目標値を下回ったが、一定の受

講人数は確保できており、事業全体としては認知症対応力

の向上につながっている。 
（１） 事業の有効性 
本事業の実施により、認知症の人を支える良質な介護を担

うことができる人材の養成が進んだ。また、地域における認

知症の早期発見・早期診断の体制構築とともに、医療機関に

おける身体合併症への適切な対応力の向上が図られた。 
（２）事業の効率性 
本事業については、適切な機関へ事業委託等を行ったこと

により、効率的に事業の執行ができた。 
その他 事業費 5,921 千円：平成 27 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.23（介護分）】 

認知症ケア人材育成事業（堺市） 
【総事業費】 

2,185 千円 
事業の対象となる区域 堺市全域 

事業の実施主体 堺市他（大阪府社会福祉事業団等へ委託他） 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 
高齢化の進行に伴い、認知症の方の数は、今後も増加し続ける

と見込まれている。こうした中、本人主体の原則の下で容態に

応じた適時、適切な医療、介護を提供するため、認知症支援に

携わる医療・介護従事者等の認知症への対応力の専門性の向上

が求められる。 
アウトカム指標：認知症の対応力向上 

事業の内容（当初計画） 以下の研修等を実施する。 
・認知症対応型サービス事業開設者研修（大阪府社会福祉事業団

に委託） 
・認知症対応型サービス事業管理者研修（同上） 
・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修（同上） 
・認知症介護指導者フォローアップ研修（大府センター） 
・認知症サポート医養成研修（国立長寿医療研究センターが実施

する研修への推薦） 
・認知症サポート医フォローアップ養成研修 
・かかりつけ医認知症対応力向上研修 
・病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修（大阪府社会

福祉事業団へ委託） 
・歯科医師認知症対応力向上研修 
・薬剤師認知症対応力向上研修 
・看護職員認知症対応力向上研修（大阪府社会福祉事業団へ委託） 
・病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修（大阪府社会福

祉事業団へ委託） 
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アウトプット指標（当

初の目標値） 

 

 研修名称 目標開催数 目標受講人数 

1 認知症対応型サービス事業開設者研修 1 回 10 人 

2 認知症対応型サービス事業管理者研修 1 回 30 人 

3 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 1 回 20 人 

4 認知症介護指導者フォローアップ研修 － 1 人 

5 認知症サポート医養成研修 － 5 人 

6 認知症サポート医フォローアップ養成研修 1 回 30 人 

7 かかりつけ医認知症対応力向上研修 1 回 40 人 

8 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 1 回 30 人 

9 歯科医師認知症対応力向上研修 1 回 30 人 

10 薬剤師認知症対応力向上研修 1 回 30 人 

11 看護職員認知症対応力向上研修 1 回 30 人 

12 病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修 1 回 30 人 

アウトプット指標（達

成値） 

 

  研修名称 開催数 受講人数 

1 認知症対応型サービス事業開設者研修 1 回 5 人 

2 認知症対応型サービス事業管理者研修 1 回 19 人 

3 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 1 回 6 人 

4 認知症介護指導者フォローアップ研修 － 0 人 

5 認知症サポート医養成研修 － 4 人 

6 認知症サポート医フォローアップ研修 1 回 31 人 

7 かかりつけ医認知症対応力向上研修 1 回  56 人 

8 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 1 回 8 人 

9 歯科医師認知症対応力向上研修 1 回 1 人 

10 薬剤師認知症対応力向上研修 1 回 8 人 

11 看護職員認知症対応力向上研修 1 回 8 人 

12 病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修 1 回 21 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：認知症の対応力向上 
観察できなかった ・ 観察できた 
⇒サポート医養成数 4 人、研修（介護）修了者数 30 人、研修（医療）修
了者数 133 人 
（１）事業の有効性 
 本事業の実施により、認知症高齢者に対する良質な介護を担うことがで
きる人材の養成が進んだ。また、認知症サポート医の養成、かかりつけ医
やその他医療従事者への研修の実施により、認知症の早期診断・早期対応
のための支援体制の構築が促進された。 
（２）事業の効率性 
 認知症介護指導者に講師を依頼することにより専門性の高い研修を実
施することができた。 

また、国立長寿医療研究センターへの研修の受講を支援することによ
り、認知症サポート医の養成が進み、サポート医等による医療従事者への
研修も効率的に行われた。 

その他 事業費 2,185 千円：平成 27 年度に造成した基金を充当 



   

91 
 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.24（介護分）】 

大阪ええまちプロジェクト事業 
(生活支援コーディネーター事業分) 

【総事業費】 
548 千円 

事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府（（特非）サービスグラントへ委託） 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 
地域包括ケアシステムを構築に向け、生活支援の担い手と

なる生活支援コーディネーター同士のネットワークを強化

し、活動の充実・活性化を促すことで、生活支援コーディ

ネーターを養成するとともに資質の向上を図る。 
アウトカム指標：住民ボランティア等による多様なサービス

の創出 
事業の内容（当初計画） 生活支援コーディネーター間の情報共有や地域を超えた連

携を推進するためウェブサイトでの情報発信や研修会等を

開催。また、大阪ええまちプロジェクトで実施する高齢者

の生きがいづくり・介護予防等の推進に向けた気運醸成、

地域に潜在している住民の互助活動の掘り起しや団体の伴

走型支援等の実績について、ベストプラクティスを収集

し、蓄積した上で生活支援コーディネーターへの研修や情

報提供を行う。（※生活支援サービス体制整備を推進する大

阪ええまちプロジェクト事業の１メニューとして実施） 
アウトプット指標（当初

の目標値） 
研修参加者数 100 名 
研修開催回数 2 回 

アウトプット指標（達成

値） 
生活支援コーディネーター養成研修 2 回 
研修参加者数 169 名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：  
観察できなかった ・ 観察できた 
⇒生活支援コーディネーター間の情報共有や連携を図ると

ともに、地域資源の開発や活性化等の地域活動の支援につ

なげることができた。 
（１）事業の有効性 
 本事業の実施により生活支援コーディネーターを中心に

した関係者間のネットワークを強化することでき、住民ボラ

ンティア等による多様なサービスの創出に向けた基盤強化



   

92 
 

 
  

が図られた。 
（２）事業の効率性 
 生活支援コーディネーターの養成により、住民ニーズの把

握や資源開発、協議体の設置等といった地域活動の支援につ

ながった。 
その他 事業費 548 千円：平成 27 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.25（介護分）】 

介護予防活動強化推進事業 
【総事業費】 

15,258 千円

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 
・大阪府全域 
・重点支援市町（4 市町） 
・大阪府アドバイザー派遣希望市町（11 市町・保険者） 

事業の実施主体 大阪府（一部は（公社）理学療法士会等へ委託） 
事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 
背景にある医療・介護ニ

ーズ 
大阪府においては、年齢調整後の要介護認定率が全国一高く、被

保険者 1 人当たり介護費も全国で二番目に高いことから、市町村

や保険者が主体となった介護予防・自立支援の取組の強化が求め

られている。 
アウトカム指標：市町村における介護予防や高齢者の自立支援施

策の推進 
事業の内容（当初計画） 訪問アセスメント事業及び自立支援に資する地域ケア会議・介護

予防事業を支援するアドバイザーの派遣により、市町村を指導す

るとともに、市町村・地域包括支援センター・介護サービス事業

所向け研修会の開催、市町村全体への研修により重点支援市町等

の成功事例を府内で共有することで、市町村における自立支援・

重度化防止の取り組みの支援・地域包括支援センター機能強化推

進を図る。 
 

（１）「訪問アセスメント事業」による介護予防ケアマネジメン

トの推進 
①重点支援市町における短期集中予防サービスカンファレンス

等の実施 
・地域課題に合わせたスーパーバイズや事業所への個別支援

等 
②介護予防活動強化推進事業戦略会議 
・重点支援市町における、訪問アセスメント事業による介護

予防ケアマネジメント、地域ケア会議、短期集中予防サー

ビスの連動による成功事例の創出に向け、スーパーバイザ

ーの助言を得て戦略策定と進捗状況を共有し、事業の推進

を図る。また、重点支援市町における取組の成果と課題を

府内全市町村で共有し、施策の推進を図る。 
 
（２）大阪府アドバイザー等の重点支援市町等への派遣 
 ①大阪府アドバイザーの市町村への派遣 
  （ア）重点支援市町への派遣 
  （イ）その他市町村の求めに応じたフォローアップ派遣 
      ・地域ケア会議・短期集中予防サービス立ち上げ・運営等

の技術的な支援を行う。 
 ②生活課題アセスメント訪問指導者の市町村への派遣 



   

94 
 

  ・令和 2～4 年度「生活課題アセスメント訪問指導者養成ス

クール（入門コース）修了者を重点支援市町へ派遣。地域

包括支援センター職員・ケアマネジャーと総合事業対象

者・要支援者の自宅に同行訪問し、生活行為（IADL）の

評価や適切なサービスの提案を行い、介護予防ケアマネジ

メントの効果的な実施を推進する。 
 
（３）介護予防の推進に資する指導者等の養成 
 ①介護予防の推進に資する専門職広域支援調整連絡会 

 ・市町村の自立支援型地域ケア会議や住民運営の通いの場等 
に、専門職団体からの派遣するシステム運用にかかる連絡

調整 
    ・専門職の指導者等養成についての意見交換 
 ②介護予防に資する指導者等養成研修会等の開催 
  ・市町村が実施する介護予防事業を支援する専門職の指導者

等を養成。 
  （ア）理学療法士、作業療法士、言語聴覚士対象研修会 

・リハビリ専門職研修 
・生活課題アセスメント訪問指導者養成スクール（入門・

実践コース） 
（イ）管理栄養士・栄養士、歯科衛生士対象研修会 
（ウ）多職種意見交換会 
・保健事業と介護予防の一体的実施に向けて、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士・栄養士、歯科衛生

士と市町村との意見交換会を開催 
 
（４）介護予防ケアマネジメント推進研修 
 ・介護予防の取組を推進するために、府内全市町村・地域包括 

支援センター職員、ケアマネジャー、事業所職員等を対象に 
研修会を開催。 

① 介護予防ケアマネジメント担当者研修 
② 全体研修により成功事例を府内市町村で共有する 
③ 短期集中予防サービス利用促進研修会 

アウトプット指標（当初

の目標値） 
・市町村職員や包括支援センター職員等に対する研修会の開催：15 回  
・大阪府アドバイザーの市町村への派遣：50 回 
・生活課題アセスメント訪問指導者の市町村への派遣：100 回 
・介護予防の推進に資する専門職広域支援調整連絡会の開催：3 回 
・専門職の養成：リハビリ専門職 400 名、 

管理栄養士・栄養士、歯科衛生士 200 名 
・生活課題アセスメント訪問指導者養成：入門コース 32 名、 

実践コース 32 名 
・介護予防ケアマネジメント推進研修会の開催：4 回 

アウトプット指標（達成

値） 
・市町村職員や包括支援センター職員等に対する研修会の開催：21 回 

・大阪府アドバイザーの市町村への派遣：71 回 
・生活課題アセスメント訪問指導者の市町村への派遣：68 回 
・介護予防の推進に資する専門職広域支援調整連絡会の開催：3 回 
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・専門職の養成：リハビリ専門職 82 名、 
管理栄養士・栄養士、歯科衛生士 111 名 

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施推進のための専門職

と市町村との意見交換会：1 回 
・生活課題アセスメント訪問指導者養成：入門コース 32 名、 

実践コース 32 名 
・介護予防ケアマネジメント推進研修会の開催：4 回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：  
観察できなかった ・ 観察できた 
⇒・短期集中予防サービスで生活課題が解決した利用者に、住民

向け講演会で登壇し語っていただくことで、高齢者でも元気

になることを直接、講演会参加者に伝えることができ、講演

会や広報を通じて短期集中予防サービスの利用が促進され

た。 
・府内全市町村へ「短期集中予防サービス」の実施状況や、カン

ファレンスの状況を調査し、7 割程度の市町村で短期集中予

防サービスが実施できていた。 
（１）事業の有効性 

重点支援市町では、窓口対応等の入口支援から短期集中予防

サービスで高齢者を元気にし、終了後の活動支援までを連動さ

せて取り組む必要性を理解して、各事業の強化に取り組むこと

ができた。 
（２）事業の効率性 
・研修をハイブリット開催にすることで専門職が受講しやすい環

境を整えた。 
・府内市町村及び地域包括支援センター職員対象の研修会を開催

し、重点支援市町での取組を紹介することで、他市町村でも活

用できるようにした。 
その他 事業費 15,258 千円：平成 27 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.26（介護分）】 

地域包括ケア充実・強化支援事業 
【総事業費】 

52 千円 
事業の対象となる区域 大阪府全域 
事業の実施主体 大阪府 
事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 
背景にある医療・介護ニ

ーズ 
地域包括ケアシステムの構築に向け、地域ケア会議の充実や

地域包括支援センター職員等関係者の資質向上が求められ

る。 
アウトカム指標： 
5 つの機能（個別課題の解決、ネットワーク構築、地域課題

の抽出、社会資源の把握、施策形成）を満たした地域ケア会

議を府内全市町村で展開することにより、自助・互助・共助・

公助を組み合わせた地域包括ケア体制を構築。 
事業の内容（当初計画） 2025 年の地域包括ケアシステム構築に向け、その中心とな

る市町村職員や地域包括支援センター職員のスキルアップ

を図るとともに、都道府県が全体的なビジョンを市町村に示

し市町村格差が広がらないよう研修を行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 
地域包括ケア充実・強化支援研修を 2 回実施する。 

アウトプット指標（達成

値） 
地域包括ケア充実・強化支援研修を 1 回実施した。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：  
観察できなかった ・ 観察できた 
→多岐にわたるテーマの研修を通じ、地域包括支援センター

職員等関係者の個別課題の解決力等の向上を図り、地域ケ

ア会議の充実・地域包括ケア体制の構築に寄与した。 
（１）事業の有効性 
人生会議、ヤングケアラー、自殺対策、依存症対策と 

高齢者にかかわりのある幅広いテーマの研修を実施した。 
（２）事業の効率性 
府内市町村、地域包括センター等から、参加者延べ 143 

人に対して研修を実施することが出来た 
その他 事業費 52 千円：平成 27 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.27（介護分）】 

大阪府広域医療介護連携事業 

【総事業費】 
3,888 千円 

事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの重要な柱の一つである医療と介護

の連携については、多職種間の相互理解や情報の共有が十

分にできていないなど、必ずしも円滑に連携がなされてい

ないという課題がある。 
このため、医療・介護の多職種の連携が地域で広く展開でき

るよう連携の推進に向けた取組みを充実する必要がある。 

アウトカム指標： 
①在宅医療・介護連携推進事業における市町村の PDCA 
サイクルに沿った事業マネジメントの向上 

②医療と介護サービスが相互に連携し合いながら切れ目な 
く提供されるよう多職種連携を促進 

事業の内容（当初計画） ①市町村が PDCA サイクルに沿った在宅医療・介護連携 
推進事業の取組みにおける事業マネジメント向上を目的 
とした研修の実施 

②大阪府作成の「入退院支援の手引き」の普及と活用の実態 
把握 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

① 市町村職員や医介連携コーディネーターを対象とする

実践的研修会を 2 回実施。 
② 「入退院支援の手引き」の普及と活用について現状把握 

アウトプット指標（達成

値） 

① 市町村職員や医介連携コーディネーターを対象とする

実践的研修会を 2 回実施。 
② 「入退院支援の手引き」の普及と活用について現状把握 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった ・ 観察できた 

→①については、研修前後によるアンケート回答比較によ

り、研修効果を確認。地域包括ケアの実現に向けた事業

マネジメントについて理解を深めることができた。 

②東京都看護協会「東京都入退院時連携強化研修」や、埼

玉県と府内の病院の新人教育で、府作成の手引きの活

用により多職種連携に寄与していることを確認した。 
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（１）事業の有効性 
本事業の実施により、在宅医療と介護連携の推進のために、

PDCA サイクルに則った事業の取組みを医療・介護の専門

職と自治体職員の関係者が共有し、基本的な事業マネジメ

ントの考え方を学んだ。また、講義のみでなく、演習を深め

ることで、より効果的な研修となった。 
（２）事業の効率性 
本事業については、国の在宅医療・介護連携に関する調査を

受託し、専門的なノウハウを持つシンクタンクへ事業委託

等を行ったことにより、効率的に事業の執行ができた。 
その他 事業費 3,888 千円：平成 27 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.28（介護分）】 

権利擁護人材育成事業 
（市民後見人の養成等） 

【総事業費】 
25,492 千円 

事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府内の 23 市町 
・大阪市（大阪市社会福祉協議会へ委託） 
・堺市（堺市社会福祉協議会へ委託） 
・岸和田市、豊中市、池田市、高槻市、貝塚市、八尾市、泉

佐野市、富田林市、河内長野市、羽曳野市、東大阪市、泉

南市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町、田尻町、岬町、枚方

市、茨木市、熊取町、門真市（（社福）大阪府社会福祉協

議会へ委託） 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

認知症高齢者等、判断能力が十分でない方が地域において

安心して生活できる体制の構築を図る（府域における権利

擁護のセーフティネット構築） 

アウトカム指標：市民後見人の養成及び継続的に後見活動

をサポートする専門的支援の体制整備・実施 
・市民後見人の受任者数（累計）（R4 年度末:434 人⇒R5 年

度末:461 人） 
・市民後見人養成等に参画する市町村数（R4 年度：23 市町

⇒R5 年度：全市町村） 

事業の内容（当初計画） ・市民後見人養成のための講習等を実施する。 
 ⇒R5 年 6 月～7 月にオリエンテーション、9 月～10 月に

基礎講習（4 日間）、11 月～2 月に実務講習（5 日間）・施

設実習（2 日間）を行う。 
・バンク登録者の支援等を行う。 
 ⇒バンク登録者の受任調整（8～12 回）、活動支援（バン

ク登録者研修（7 回）専門相談（60 回程度））を、１年を

通して行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

市民後見人バンク登録者数 
R4 年度末（見込）1,155 人⇒R5 年度末:1,252 人 

アウトプット指標（達成

値） 

市民後見人バンク登録者数 
R4 年度末 1,188 人⇒R5 年度末:1,299 人 
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事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：  
観察できなかった ・ 観察できた 
⇒R5 年度末市民後見人の受任者数（累計）508 人 
 市民後見人養成等に参画する市町村数 23 市町 

（１）事業の有効性 
令和 5 年度は、23 市町で 111 人が新たに市民後見人候補者

としてバンク登録を行った。また、同年度、家庭裁判所より

選任された市民後見人は 37 人であった。 
（２）事業の効率性 
実施市町による専門機関への委託により、蓄積した経験や

ノウハウを活かした事業運営を行うことが可能となってい

る。また、市町村の規模を問わず実施することができ、コス

ト面、事務量の双方において、効率的な執行ができたと考え

る。 
その他 事業費 25,492 千円：平成 27 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.29（介護分）】 

地域権利擁護総合推進事業 
【総事業費】 

35,597 千円 
事業の対象となる区域 

大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府（（社福）大阪府社会福祉協議会に委託） 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 
認知症高齢者等、判断能力が十分でない方が地域において安

心して生活できる体制の構築を図る（府域における権利擁護

のセーフティネット構築） 
アウトカム指標：権利擁護を担う人材の資質向上 

事業の内容（当初計画） ・困難事例のサポート（電話相談）を行う。 
⇒地域の機関からの困難事例等に関する相談に対し、助言・

情報提供を行うなど、解決に向けた支援を通じて地域の機

関の事例対応力の向上を図る。 
・ケース検討の実施（専門相談）を行う。 
⇒困難事例のうち特に専門的な見地から助言が必要な者に

ついて、専門相談員（弁護士・社会福祉士）とともに対策

の検討を行う。 
・専門相談員の参画の下、よくある相談内容等に係る具体的対

応策・解決方法の情報共有を図るとともに、グループワーク

等を通じてスキルアップをめざす「事例検討会」を実施する

（1 回程度）。 
・本事業広報のためホームページへの掲載、地域機関等への

周知等を行うほか、権利擁護に携わる市町村職員等との連

携を通じて円滑な活動を推進するため、本事業の趣旨を周

知するとともに、権利擁護の実務に係る情報提供等を行う

会議及び研修会を実施する（1 回程度）。 
・成年後見制度の利用促進に係る受け皿確保の観点から、地

域における公益的な取組みとしての法人後見専門職員養成

研修（1 回程度）、受任調整会議等（随時）を企画実施する

とともに、周知のため市町村に対する研修会（1 回程度）

を実施する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 
・困難事例のサポート(電話相談）500 件、 
ケース検討の実施(専門相談）48 件 

・権利擁護担当者会議（研修）参加者数（合計）⇒530 名程度 
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・事例検討会参加者数（合計）⇒ 100 名程度 
・専門支援員の派遣 ⇒ 20 回程度 

アウトプット指標（達成

値） 
・困難事例のサポート(電話相談）349 件、 
ケース検討の実施(専門相談）22 件 

・権利擁護担当者会議（研修）参加者数（合計）⇒606 名 
・事例検討会参加者数（合計）⇒ 55 名 
・専門支援員の派遣 ⇒ 9 回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 
観察できなかった ・ 観察できた 
→地域の機関へのサポートを行うとともに、地域の権利擁護

を担う職員等を対象に研修を実施し、具体的対応策・解決方

法の共有や権利擁護意識の醸成に取り組む等、権利擁護人

材の資質向上に取り組んだ。 
（１）事業の有効性 
 困難事例への助言対応、初任者～中堅職員に対する研修を

複数回実施し、権利擁護を担う人材の資質向上に貢献した。 
（２）事業の効率性 
広域的な事業実施により、地域の権利擁護人材の資質向上

に効率的に貢献した。 
その他 事業費 35,597 千円：平成 27 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.30（介護分）】 

介護施設等における防災リーダー養成等

支援事業 

【総事業費】 
9,378 千円 

事業の対象となる区域 大阪府全域 
事業の実施主体 大阪府（（株）ツクイスタッフへ委託他） 
事業の期間 令和 5 年 5 月 29 日～令和 6 年 3 月 25 日 

□継続 ／ ☑終了 
背景にある医療・介護

ニーズ 
高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 
アウトカム指標：介護従事者の離職率の低減 

大阪府の介護職 17.5％（R4 年度） 
事業の内容（当初計画） ・介護施設等の防災リーダーを対象とした BCP 策定研修 

・BCP 策定に関するアドバイザーによる個別相談 
アウトプット指標（当

初の目標値） 
・府全域を対象とする防災リーダー研修を 28 回実施 
・BCP 策定に関するアドバイザーによる個別相談を 26 回
実施 

アウトプット指標（達

成値） 
・府全域を対象とする防災リーダー研修を 28 回実施 
・BCP 策定等に関するアドバイザーによる個別相談を 26 回

実施 
事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった ・ 観察できた 
⇒介護職（訪問介護員除く）の離職率－2.2％（大阪府） 
 令和 4 年度：18.5％ → 令和 5 年度：16.3％ 
 ※本事業において訪問介護員は対象外 
 （訪問介護員含む介護職の離職率 －3.1％ 

令和 4 年度：17.5%→令和 5 年度：14.4％） 
（１）事業の有効性 
・本事業により 249 名の介護職員等が BCP 策定の研修に参

加して防災力向上を図った。また、アドバイザーによる個

別相談に 26 施設が参加して策定した BCP の見直しを行

い、防災力向上を図った。 
・令和 3 年度報酬改定に伴う BCP の策定が義務付けられた

介護施設に対する支援を行った。 
（２）事業の効率性 
・BCP 策定の研修については、研修場所は府内 4 か所に設定

し、より多くの介護職員に参加できる機会を確保した。 
その他 事業費 9,378 千円：令和 3 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.31（介護分）】 

外国人介護人材研修支援事業 
【総事業費】 

3,000 千円 

事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府（（公社）大阪介護福祉士会へ補助） 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

外国人介護人材は言語や生活習慣等の違いから就労・定着に

苦慮している。一方、受入れる介護施設も外国人介護人材の

就労に対する不安や課題を抱えている。外国人介護人材を定

着させていくためには外国人介護人材・介護施設双方の不安

や課題の解消が必要である。 
アウトカム指標：外国人介護人材・介護施設双方が互いの理

解を深め、外国人介護人材の円滑な就労・定着しやすい環境

を整える。 

事業の内容（当初計画） 介護施設等で働く外国人介護職員（技能実習生及び 1 号特

定技能外国人等）や、外国人介護職員を雇用する介護施設等

の職員を対象に、外国人介護人材の円滑な就労・定着に向け

た受入環境整備のための集合研修を行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

外国人介護人材の雇用に関する研修の実施（4 回程度） 

アウトプット指標（達成

値） 

研修講師向け研修 1 回 

日本人職員向け研修 4 回 

外国人職員向け研修 2 回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった・観察できた 
→外国人介護人材・介護施設双方にそれぞれに研修を実施し、

外国人介護人材の就労に対する不安や課題を解消すること

で、円滑に就労・定着しやすい環境を整えることができた。 

（１）事業の有効性 
 研修の実施により、外国人介護人材の就労に対する不安や

課題を解消することで、円滑に就労・定着しやすい環境を整

えることができた。 
（２）事業の効率性 
外国人介護人材・介護施設双方にそれぞれに研修を実施す

ることで、外国人介護人材の就労に対する不安や課題を解消

し、互いの理解を深め効率的に実施できた。 
その他 事業費 3,000 千円：令和 4 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.32（介護分）】 

外国人介護福祉士候補者受入施設学習

支援事業 

【総事業費】 

26,895 千円 

事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

外国人介護人材の資質向上 

アウトカム指標：受入れ施設における学習支援の促進 

事業の内容（当初計画） 経済連携協定（EPA）又は交換公文に基づき入国し、介護施

設等で就労しながら介護福祉士国家資格の取得を目指す者

が介護福祉士国家試験に合格できるよう、受入施設における

日本語及び介護分野の専門知識に係る学習の支援に対する

経費を助成する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

受入れ施設に対する学習支援に対する経費を助成。 

アウトプット指標（達成

値） 

受入れ施設（39 施設）における学習支援の促進を図るため

に必要な経費を助成 
事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった ・  観察できた 
→受入れ施設において、就労しながら介護福祉士国家資格取

得のための学習支援の促進を支援することができた。 

（１）事業の有効性 
介護福祉士国家資格取得のための学習支援を促進するこ

とで、円滑な就労・研修への土台作りができた。 

（２）事業の効率性 
受入れ施設と直接やり取りをすることで、効率的に活用を

促すことができた。 
その他 事業費 26,895 千円：令和 4 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.33（介護分）】 

介護ロボット導入支援事業 

【総事業費 

299,702 千円 
事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府（介護施設等に補助） 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 
介護需要の増大に伴う介護人材の不足に対応するため、介護従

事者の離職率低下に向けた介護現場の労働環境・処遇改善が必

要 
アウトカム指標：介護従事者の離職率の低減 

大阪府の介護職 17.5％（R4 年度） 
事業の内容（当初計画） ・介護従事者の負担軽減等を図るための介護ロボット導入経費

の助成 
・見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備に係る経費の助成 

アウトプット指標（当

初の目標値） 
（R5 は未導入施設） 
・介護ロボット導入事業所数：92 事業所 
・見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備事業所数：39 事業

所 
アウトプット指標（達

成値） 
介護ロボット導入支援補助： 

68 法人 68 事業所等 
 （介護ロボット 2,035 台、見守り機器の導入に伴う通信環境

整備 50 事業所等） 
事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった ・ 観察できた 
→介護職の離職率－3.1％（大阪府） 
 令和 4 年度：17.5％→令和 5 年度:14.4％ 
（1）事業の有効性 

1 事業所あたりの補助申請額の増加により件数増にはいた 
らず、介護ロボットについては当初の目標値を下回ることとな

ったが、介護ロボットを導入する事業所等へ費用の一部を支援

することで、介護従事者の負担が軽減される等、雇用環境の改

善、離職防止及び定着促進を図った。 
（２）事業の効率性 
事前エントリー制を導入し、補助対象とならない事業所に 

対する手続きの軽減を図った。 
その他 事業費 299,702 千円：平成 27 年度～令和 3 年度に造成した基

金を充当。 
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 ・平成 27 年度 8,361 千円 
 ・平成 28 年度 174,435 千円 
 ・平成 29 年度 5,422 千円 
 ・平成 30 年度 6,383 千円 
 ・令和元年度  7,773 千円 
  ・令和 2 年度  31,911 千円 
 ・令和 3 年度  65,417 千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.34（介護分）】 

ICT 導入支援事業 

【総事業費】 

354,129 千円 
事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府（介護サービス事業所に補助） 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 
介護需要の増大に伴う介護人材の不足に対応するため、介護

従事者の離職率低下に向けた介護現場の労働環境・処遇改善

が必要 
アウトカム指標：介護従事者の離職率の低減 
        大阪府の介護職 17.5％（R4 年度） 

事業の内容（当初計画） 介護ソフト、タブレット端末等（以下「ICT」という）を導入

する事業者への費用の一部を支援する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 
ICT を導入する介護事業者への費用の一部支援 
455 事業所（R5 年度予定） 

アウトプット指標（達成

値） 
ICTを導入する介護事業者への費用の一部支援を 287事業所

へ行った。 
事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった ・ 観察できた 
→介護職の離職率－3.1％（大阪府） 
 令和 4 年度：17.5％→令和 5 年度:14.4％ 
（１） 事業の有効性 

ICT を導入する介護事業所等への費用の一部を支援するこ 
とで、介護記録・情報共有・報酬請求等の業務を効率化し、

介護従事者の負担が軽減される等、雇用環境の改善、離職防

止及び定着促進を図った。 
（２）事業の効率性 
 事前エントリー制を導入し、補助対象とならない事業所に 
対する手続きの軽減を図った。 

その他 事業費 354,129 千円：令和 3 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.35（介護分）】 

外国人介護人材受入施設等環境整備事業 

【総事業費】 

329 千円 
事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

技能実習生及び特定技能外国人については、日本語能力の不

足及びそれに起因するコミュニケーション能力の欠如が課

題とされているため、受入環境の整備を進めていくことが必

要。 
アウトカム指標：介護業務に従事する外国人介護人材の円

滑な就労・定着 

事業の内容（当初計画） 施設等における外国人介護人材の円滑な就労・定着に必要な

取組みを支援する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

外国人介護人材受入れ施設等において、外国人介護人材への

コミュニケーション支援、介護福祉士の資格取得をめざす学

習支援、メンタルヘルス等の生活支援等により、外国人介護

人材の受入環境整備を推進する。 
アウトプット指標（達成

値） 

2 施設が実施した、外国人介護人材が円滑に就労・定着する

ために必要な取組みにかかる経費を助成 
事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった ・  観察できた  
→外国人介護人材受入れ施設等において、コミュニケーショ

ン支援、学習支援、生活支援等の受入環境整備を推進する

ことにより、介護業務に従事する外国人介護人材の確保に

つながる取組みを支援することができた。 

（１）事業の有効性 
外国人介護人材の受入環境整備を推進することで、介護業

務に従事する外国人介護人材の円滑な就労・定着への土台作

りができた。 
（２）事業の効率性 
アンケートにおいて「当事業を知らない」と回答した事業

者へ再周知することで、効率的に活用を促すことができた。 
その他 事業費 329 千円：令和 3 年度に造成した基金を充当 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.36（介護分）】 

介護サービス事業所等のサービス提供

体制確保事業 

【総事業費】 

1,346,596 千円 

事業の対象となる区域 大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府（介護施設等に補助（各政令・中核市へは間接補助）） 

事業の期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

コロナウイルス感染症発生事業所等において、緊急時の介護

人材確保や職場環境復旧等を行うことにより、事業継続を支

援する必要がある。 

アウトカム指標：補助対象経費 

事業の内容（当初計画） コロナウイルス感染症発生事業所等に対し、緊急時の介護人

材確保や職場環境復旧等に係るかかり増し経費を補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

補助を行った事業所数：申請のあった全事業所 

アウトプット指標（達成

値） 

①補助を行った事業所数 
→緊急時の介護人材確保や職場環境復旧等に係るかかり増

し経費 1,433 件（政令・中核市への間接補助含む） 
②応援体制構築に伴う応援職員登録数→420 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 
観察できなかった ・ 観察できた 
→①1,981,332 千円（緊急時の介護人材確保や職場環境復旧

等に係るかかり増し経費）の補助金を交付することによ

り介護サービスを継続して提供するために必要な経費

の支援を実施できた。 
②応援派遣が必要な事態を想定し、十分な体制を確保する

ことができた。 
（２） 事業の有効性 
①コロナウイルス感染症発生事業所等において、緊急時の介

護人材確保や職場環境復旧等に係るかかり増し経費を補

助することで、事業継続に繋がった。 
②応援派遣が必要な事態を想定し、十分な体制を確保するこ

とができた。 
（２）事業の効率性 
①本事業は、令和４年度に引き続き令和５年度も政令・中核

市に間接補助とすることで、事業者の申請先窓口が同一と
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なり、混乱を来すことなく受付することができた。 
②施設団体に応援派遣コーディネート業務を委託すること

により、施設の実情に応じて円滑に派遣調整を進める体制

を確保することができた。 
その他 事業費 1,346,596 千円：令和 3、4 年度に造成した基金を充

当。 

 ・R3 年度   187,241 千円 

 ・R4 年度 1,159 ,356 千円 


